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序　　　　　文

独立行政法人国際協力機構はフィリピン共和国政府関係機関との討議議事録（Record of 
Discussion：R/D）に基づき、2008 年 5 月から 2011 年 3 月まで技術協力プロジェクト「ムスリム・

ミンダナオ自治区人材育成プロジェクト」を実施しております。

今般、本件プロジェクトの協力期間終了を控え、これまでの実績と計画達成度をプロジェク

ト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）等に基づいて、評価 5 項目（妥当性、

有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から日本国・フィリピン共和国双方で確認すると

ともに、プロジェクト終了までの活動に関する提言や得られた教訓を取りまとめることを目的と

して、2010 年 9 月 20 日から 10 月 7 日の日程で当機構国際協力専門員川北博史を総括とする終

了時評価調査を実施しました。

本調査においては、フィリピン共和国側評価委員と合同評価を実施し、評価結果を合同評価報

告書に取りまとめ、合同調整委員会（Joint Cordinating Committee：JCC）に提出するとともに、

JCC 協議結果をミニッツ（Minutes of Meeting：M/M）として署名を取り交わしました。

本報告書は、これらの協議結果及び評価結果を取りまとめたものであり、今後の協力実施にあ

たって広く関係者に活用されることを願うものです。

おわりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係者各位に心より感謝申し上げます。

平成 24 年 4 月

独立行政法人国際協力機構

フィリピン事務所長　佐々木　隆宏
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１－１　協力の背景と概要

1996 年のフィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）政府とモロ民族解放戦線

（Moro National Liberation Front：MNLF）との和平合意により、ムスリム・ミンダナオ自治区

（Autonomous Region in Muslim Mindanao：ARMM、5 州・1 市により構成）が設立された。約

412 万人が生活する同地域は、長期にわたる武力紛争の影響で同国の平均貧困率の 2 倍近くを

示し、最も社会経済発展が立ち遅れている。本格的な復興・開発が遅れている原因としては、

MNLF から分派したモロ = イスラム解放戦線（Moro Islamic Liberation Front：MILF）と政府と

の和平交渉の遅れ、各種インフラの未整備等が指摘されているが、とりわけ和平合意に基づき、

同国憲法上特別に認められた「自治」の下、権限を委譲された ARMM 自治政府の行政能力不足

が障害となっている。具体的には、行政の機能不全、元 MNLF 幹部・兵士を含む新規雇用職員

に対する研修不足、ARMM の具体的な行政権限の委譲及びそれに伴う制度整備の遅れが原因と

して挙げられている。

上記を踏まえ、JICA は「ムスリム・ミンダナオ自治区行政能力向上プロジェクト」（2004 年

12 月～ 2007 年 3 月）を実施することにより、ARMM 自治政府の幹部及び管理職を対象（総計

約 440 名）に研修参加者の基礎的な能力向上を支援してきた。この結果、行政及び地域開発の

基本的な知識は向上し、計画立案・運営面では一定の改善がみられるようになった。

しかしながら、ARMM の行政能力はいまだ多くの課題を抱えており、各専門分野の実務・技

術の向上、特に ARMM の中核的役割を担う中堅職員（テクノクラート）の育成が急務となっ

ており、優先課題におけるこれら中堅職員の能力向上を目的に技術プロジェクトの実施が同国

より要請され、2008 年 5 月から、日本政府の平和と復興支援プログラム（Japan-Bangsamoro 
Initiatives for Reconstruction and Development：J-BIRD）の下、本プロジェクトが開始され、経

済開発、インフラ開発の中堅職員の技術・実務能力強化とともに、前プロジェクトからの継続

活動である行政規程策定、人事情報管理といった行政基盤の整備を対象とした活動を開始した。

１－２　協力内容

ARMM 自治政府の行政能力を向上させるため、中核的役割を担う中堅職員に対して行政管理、

経済開発、インフラ開発分野の能力強化を行う。

（1）上位目標：ARMM 自治政府の行政能力が向上し、ARMM の経済開発が促進される。

１．案件の概要

国名：フィリピン共和国 案件名：ムスリム・ミンダナオ自治区人材育成プロジェクト

分野：計画・行政 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：フィリピン事務所 協力金額：3.7 億円（2010 年 9 月時点）

協力期間
2008 年 5 月 19 日～

2011 年 3 月 31 日

実施機関：ムスリム・ミンダナオ自治区（ARMM）自治政府

協力機関：知事官房（ORG）、ARMM 貿易産業局（DTI-ARMM）、

ARMM 公共事業局（DPWH-ARMM）他

終了時評価調査結果要約表



（2）プロジェクト目標： ARMM 自治政府の行政管理、インフラ開発、経済開発分野の中堅職

員の能力が育成される。

（3）成果（アウトプット）

（成果 1：行政管理）

1-1　行政規程及び施行細則（Implementing Rules and Regulations：IRR）案が作成される。

1-2　人事情報を収集、蓄積、配信するためのデータ管理システムが導入される。

（成果 2：インフラ開発）

2-1　ARMM 公共事業局職員の技術が改善される。

2-2　 ARMM 公共事業局におけるプロジェクト技術者の研修講師養成研修（Training of 
Trainers：TOT）トレーナーが訓練される（政府内）。

2-3　 （道路、橋、水システムの）建設プロジェクトに関する技術プロポーザルを関係部

局が作成できるようになる。

（成果 3：経済開発）

3-1　 選定されたハラル製品に対する行動計画が策定される。

3-2　 ARMM と県 / 郡事務所で、職員が選定されたハラル製品に関するビジネス支援情報

サービスを提供できるようになる。

3-3　 職員が選定されたハラル製品に関する生産・加工・品質管理技術アドバイスを提供

できるようになる。

3-4　 選定されたハラル製品のためのプロモーション・マーケティングツールが開発され

る。

（4）投　入

1）　日本側：総投入額　3.7 億円（2010 年 9 月時点）

専門家派遣：①総括 / 経済開発 / 人材育成、②副総括 / 行政管理 / 人材育成、③ビジネス

支援 / 人材育成、④人事情報システム / 人材育成、⑤インフラ開発 / 人材育成、⑥研修運

営管理 / モニタリングの分野で計 79.54M/M、延べ 75 名を投入する（2011 年 3 月末時点

予定）。

カウンターパート研修（日本）：11 名（2011 年 3 月末時点予定）

2）　フィリピン側

カウンターパート配置：行政管理 30 名、人事情報システム 43 名、インフラ開発 30 名、

経済開発 22 名が配置された。

事務所提供（コタバト市）及びコンピューター施設（土地・建物 = 新規建設物件）



３－１　実績の確認

（1）プロジェクト目標

「ARMM 自治政府の行政管理、インフラ開発、経済開発分野の中堅職員の能力が育成さ

れる。」

プロジェクト終了までにプロジェクト目標に設定されている指標はすべて達成されると

判断できる。すなわち、ARMM 自治政府の行政管理、経済開発、インフラ開発分野の中堅

職員の能力は育成されつつある。その根拠は、行政管理、インフラ開発、経済開発のそれ

ぞれのアウトプットが産出され効果が現れつつあることである。分野別に具体的には次の

とおりである。

（指標）行政管理

1-1　行政規程及び施行細則の草稿

1-2　参加している省庁の 75% が人事情報システムのアップデートを開始している。

1-3　職員（オペレーター）が人事情報システムの運用について指導することができる。

テクニカルワーキンググループ（Technical Working Group：TWG）により行政規程草稿

が知事に既に提出され、諮問委員会（Advisory Council）に行政規程草稿の最新版が既に提

出されている。行政規程施行細則の策定は開始され、3 機関を除き草稿は完成している（指

標 1-1）。人事情報管理システム（Human Resource Information System：HRIS）について

は、初期入力を終え更新に着手しているのは 16 機関（対象は 17 機関）である（指標 1-2）。
HRIS の総合管理を担う知事室の 4 名を含む 17 名がインストラクターとして教えられるレ

ベルにまで育成されており、システムの内容をよく理解している（指標 1-3）。

（指標）インフラ開発

2-1　省内技術研修のための TOT 指導者が 3 名育成される。

2-2　公共事業省のなかで、省内技術研修が導入される。

2-3　3 つのプロジェクトプロポーザルが完成し提出される。

インフラ管理 TWG の 15 名全員が研修受講を通じて“Project Engineer”相当レベルの能

力を習得している（指標 2-1）。TOT による省内研修については 2010 年 10 月下旬に実施の

予定（指標 2-2）。フィージビリティ・スタディ（Feasibility Study：FS）は 3 グループ（道路、

郡病院、水供給システム）ごとにプロポーザルを作成中であり、プロジェクト終了までに

地域計画・開発局（Regional Planning and Development Office：RPDO）に提出される見込み

２．評価調査団の概要

調査者 総　括 川北　博史 JICA 国際協力専門員

評価企画 赤松　志保 JICA フィリピン事務所企画調査員

評価分析 今野　公博 VSOC 株式会社

協力計画 Martha P Parrenas JICA フィリピン事務所
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は高い（指標 2-3）。

（指標）経済開発

3-1　ビジネス支援デスクが開設され運営される。

3-2　 関係省庁機関や州事務所及び地方自治体によるハラル製品生産の技術支援供与が開始

される。

経済開発分野では、ヤギを対象としたビジネス・技術支援は農家研修中心に、相談員を

トレーナーのなかから選び、研修と相談の体制を整え、動き始めたところである（指標 3-1
及び 3-2）。

（2）成果レベルの達成状況

【行政管理】

成果 1-1 行政規程及び施行細則（Implementing Rules and Regulations：IRR）案が作成される。

終了時評価時点で、行政規程草稿が作成され、その施行細則が作成されつつあり、ほぼ

達成される見込みである。その根拠としては、行政規程草稿が知事に既に提出済み、諮問

委員会（Advisory Council）に行政規程の最新版が既に提出されている（指標 1-1-1）、行政

規程施行細則の策定はプロジェクト終了までに全部局において完成予定（未策定の部局は

3 機関）（指標 1-1-2）であることが挙げられる。

成果 1-2 人事情報を収集、蓄積、配信するためのデータ管理システムが導入される。

終了時評価時点で、人事情報を集め編集し広く提供するためのデータ管理が導入されて

いると判断でき、ほぼ達成された。その根拠としては、TWG メンバー全員がコンピューター

の基礎と人事システムの入力と運用の研修を受け（指標 1-2-1）、すべての対象部が人事情

報システムを導入した（指標 1-2-2）。研修評価は 5 点満点中 4.7 と高く（指標 1-2-3）、研

修前に 100 点満点の平均点が 40 点であった総合テスト結果が、研修後 75 点に上昇し（指

標 1-2-4）、対象部のうち 16 組織（94％）が入力を終えて更新作業に入っており（指標 1-2-
5）、HRIS データベースと学習教材が修正された（指標 1-2-6）ことが挙げられ、指標のすべ

てが満たされている。

【インフラ開発】

成果 2-1 ARMM 公共事業局職員の技術が改善される。

公共事業局（DPWH-ARMM）等職員の技術的資質はある程度向上し、ほぼ達成された。

研修を受講した 15 名が“プロジェクト・エンジニア”相当の能力を得た（指標 2-1-1）、研

修評価は 5 点満点中 4.7 と高く（指標 2-1-2）、研修参加者のインフラ管理に関する理解と

スキルが研修後に 60％上昇し（指標 2-1-3）、インフラ管理スキルの現場への応用（指標

2-1-4）については新たに 4 名が Regional Impact Project の担当となり、District レベルのエ

ンジニアにより的確に指示できるようになった。

成果2-2 ARMM公共事業局におけるプロジェクト技術者のTOTトレーナーが訓練される（政

府内）。

指導者育成研修がインフラ管理・FS グループ 30 名中 15 名の参加を得て開始された。指

標 2-2-1（現場技師用研修マニュアル・教材作成）、指標 2-2-2（インフラ管理グループの



80％に対する TOT）、指標 2-2-3（技師 10 名に対する TOT）、指標 2-2-4（TOT 参加者の満

足度）、指標 2-2-5（TOT 参加者のインフラ実施管理の理解・技能向上）、指標 2-2-6（TOT
参加者のインフラ管理の現場応用）は達成しつつある。

成果 2-3（道路、橋、水システムの）建設プロジェクトに関する技術プロポーザルを関係部

局が作成できるようになる。

技術的プロポーザルを書くための関連諸機関の能力強化は達成しつつある。その根拠と

しては、DPWH-ARMM 及び ARMM 関連組織〔RPDO 及び運輸通信省（DOTC）〕から、15
名がプロジェクトプロポーザル（PP）作成の研修に参加し（指標 2-3-1）、次回 11 月の研修

で FS 案が完成する。研修の満足度は極めて高い（91％）（指標 2-3-2）。研修参加者の理解

度とスキルの向上度は、研修前後の平均で 47％改善（指標 2-3-3）。獲得した技術・知識等

は FS 作成に活用されており（指標 2-3-4）、プロジェクト終了前に RPDO に提出される（プ

ロジェクト目標の指標 2-3）。

【経済開発】

成果 3-1 選定されたハラル製品に対する行動計画が策定される。

選定ハラル製品のためのアクションプランの策定は達成された。対象産品はヤギ生産に

特定されている。

成果 3-2 ARMM と州 / 地区事務所で、職員が選定されたハラル製品に関するビジネス支援

情報サービスを提供できるようになる。

ビジネス支援情報サービスを提供するための職員の能力強化は達成されつつある。その

根拠としては、TWG メンバーの研修と 2 回のフォロースルー活動への高い参加率（95％）

（指標 3-2-1）、参加者の研修満足度（5 点満点中 4.9）（指標 3-2-2）、研修後の参加者の理解・

スキル向上（研修前 17％ / 研修後 45％）（指標 3-2-3）、研修後の参加者の実践改善度（プ

ロジェクト開始直後 33％ / 研修後 85％）（指標 3-2-4）、経済開発 TWG メンバーの研修参加

者のうち 62％、12 名が TOT 講師として自信をもっている（指標 3-2-5）、TWG メンバー以

外も TOT 指導者による研修を受講している（指標 3-2-6）、ビジネス支援職員のためのガイ

ドが開発されている（指標 3-2-7）ことである。

成果 3-3 職員が選定されたハラル製品に関する生産・加工・品質管理技術アドバイスを提

供できるようになる。

技術アドバイスに必要な能力強化は達成しつつある。その根拠としては、生産・加工・

品質管理コントロール研修に加え「ハラル認定」研修を経済開発 TWG メンバー 20 名が受

講した（指標 3-3-1）、研修受講者の研修に対する満足度（目標達成観点からの満足度 4.5、
質の評価の観点からの満足度 4.4）（指標 3-3-2）、研修受講者の研修後の理解とスキルが改

善（研修前 22％ / 研修後 59％）（指標 3-3-3）、研修後の参加者の実践改善度（プロジェク

ト開始直後 53％ / 研修後 80％）（指標 3-3-4）、経済開発 TWG メンバーの研修参加者のうち

60％、12 名が TOT 講師として自信をもっていること（指標 3-3-5）、TWG メンバー以外の

20 名の研修受講（指標 3-3-6）、学習教材及び促進教材の作成（指標 3-3-7）による。

成果 3-4 選定されたハラル製品のためのプロモーションとマーケティングツールが開発さ

れる。

選定ハラル製品の促進とマーケティングツール等の開発は達成され、職員の能力強化も



達成されつつある。その根拠としては、経済開発 TWG メンバー 19 名（86％）が受講して

いることから目標値（80％）が達成されていること（指標 3-4-1）、参加者の研修への満足

度（5 点満点中 4.4）（指標 3-4-2）、研修受講者の研修後の理解・スキル改善（研修前 54％ /
研修後 69％）（指標 3-4-3）、研修教材を独自に作り始めた研修員がいること（指標 3-4-4）、
経済開発 TWG メンバーの研修参加者のうち 68％（13 名）が TOT 講師として自信をもっ

ていること（指標 3-4-5）、TWG メンバー以外の 19 名が普及員として養成されたこと（指

標 3-4-6）、マーケティング用教材（販売促進）の作成（指標 3-4-7）、モデル農家によるポ

スター作成等の販売促進の実施（指標 3-4-8）による。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性

妥当性は高い。事前・中間評価時に確認された妥当性判断根拠につき変更がないことが、

今般調査でも再確認された。第一に、「ミンダナオの和平と開発」はフィリピン政府中期開

発計画の重点課題の 1 つであり、ARMM 自治政府の行政能力不足は当該課題解決の障害と

認識されている。第二に、日本政府は、国別援助実施計画の優先課題の 1 つとして「ミン

ダナオの平和と安定への支援」を掲げている。なかでも ARMM 自治政府の行政強化を優先

課題としている。第三に、ARMM は、長年にわたる紛争の結果、組織としても個人として

も十分な教育訓練や実務経験を積む機会がなく、組織全体として著しい能力不足がみられ

るが、幹部職員は政治任命のため短期（3 年単位）で交代する可能性が高い。一方で中堅

職員は常勤で長期の勤務形態であり、かつ ARMM の行政能力向上には中核となる集団であ

り、本プロジェクトのターゲット・グループである中堅職員のニーズが明白である。

（2）有効性

有効性は高い。行政管理、インフラ開発、経済開発のそれぞれの成果が発現しており、

その結果としてプロジェクト目標も達成される見込みである。この結果として、ARMM 自

治政府の行政管理、インフラ開発、経済開発分野の中堅職員の能力は育成されつつある。

（3）効率性

効率性は高い。発現しつつある効果の大きさと投入の大きさを比較すると、活動として

は研修が中心であり、効率性に関する問題はみつからず適切である。投入のタイミングと

して、HRIS 施設の建設が遅れたことで関連活動に影響が出たが、建設は完成しており活動

の遅延は取り戻されている。HRIS センター用に供与されたコンピューターも、研修を受け

た職員によって、定期的に人事情報登録・更新用に利用されている。またローカルリソー

スを活用したことで効率化された。

日本人派遣に関し、治安の影響を受けやすいコタバトではなくダバオにおいて研修を実

施した結果、コタバトでの活動が中止された場合でもダバオでの機能を保持できたためプ

ロジェクト活動全体を中断せずに進められたことから危機管理対応が適切に行われ、時間

の無駄がなかった点で、ダバオ拠点は効率性を高めることに貢献している。



（4）インパクト

上位目標に係るインパクトは中程度である。指標の達成状況は以下のとおりである。

①　 行政管理分野では、行政規程が議会によって承認される期日は政治的な判断が入る

ため予測できないことから、指標として適切ではない。

②　 HRIS では、活動の継続性を条件に達成可能と推察される。ただし活用方法の具体性

が関係者間で確認されていない。

③　 インフラ分野では、活動の継続性を条件に達成可能と思われる。ただし、改善を図

る方法及び指標を更に明確にする必要がある。

④　 FS 分野では、この活動が続けられれば上位目標は達成できるであろう。

⑤　 経済開発分野では、この活動が続けられれば「ハラル製品が増産する」は達成でき

るであろう。しかし、「対象製品の売り上げが ARMM 地域で増加する」は予測する

には時期尚早である。「零細農家の対象製品（家畜など）のビジネスがより効率的に

なる」は、農家に対する研修は始まったばかりであるが、この活動が続けられれば

上位目標は達成できるであろう。

正のインパクトは高い。まず、関係省庁・機関間の関係強化・信頼醸成、研修を通じ

ての中央政府機関、他地域関連機関との関係構築が挙げられる。また、FS 分野で ARMM 
Regional Executive Legislative Agenda（ARELA）の優先プロジェクトから FS プロポーザル

作成の対象を選び、FS プロポーザル作成の過程で、地方自治体、関連機関のステークホル

ダーとのコンサルテーションが行われたことで、自治体との対話が図られ、政治介入のな

い計画の進め方を実践しつつある。経済分野では、トレーナーが近隣のヤギ農家に情報提

供をし始めたなどの事象も現れてきている。

目立った負のインパクトは特に観察されないが、研修の対象が地域事務所や農民に拡大

するにあたり、参加者数で地域間の格差が出ないよう、島嶼部地域への配慮等、参加者の

地域バランスを考えていく必要がある。

（5）持続性

持続性は中程度。①技術面に関しては能力・発展段階に相応な技術習得をめざしてお

り持続性を有していると判断されるが、②組織的・財政的な持続性が弱いと判断される。

①　技術面

提供されている技術は適切なレベルのものであり、中堅技術者の知識とスキルは向

上し、経験が積み重ねられている。また、離職が少ないことからその継続性は高いと

判断される。

②　組織面・政策面

TWG はプロジェクト終了とともに解散する可能性が高く、各活動はパイロットのよ

うな形で開始されており、全体として以下の点に関して進捗がみられる必要がある。

a）　制度・規則による業務の義務化（本来業務化）

b）　維持管理体制の確立

c）　技術・知識を維持する仕組み

③　財政面

プロジェクトの活動は、維持及び管理金額が過大にならないように配慮されてきた。



よって ARMM 自治政府の自助努力で予算の確保ができる範囲になっている。しかしな

がら予算確保の必要性は認識・検討され始めた段階であることから、更なる進展が必

要と思われる。

３－３　効果発現に貢献した要因

＜実施プロセスに関すること＞

TWG メンバーの適切な選定、カスケード方式、プロセスを重視した能力強化、裨益者を考慮

した研修及び活動の実施、また研修後に実施されたフォロースルー活動等の導入等、工夫をこ

らした取り組みにより、個人及び TWG としての能力向上に貢献した。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

＜実施プロセスに関すること＞

2009 年 11 月に勃発したマギンダナオ虐殺事件後は、緊急事態宣言が発せられ、治安状況も悪

化したため日本人専門家がコタバトに渡航できない期間があった。政権交代は外部条件にもか

かわる重要な事件であったが、新政権がプロジェクトの活動や成果に理解を示し、TWG メンバー

を交代させないようにとの指令が出たため、成果レベルやプロジェクトレベルに支障を来す阻

害要因にはならず影響は最小限に食い止められた。しかしながら活動レベルでの影響や、長官

や要職の交代により省庁によっては不調和が生じた。また、本来、ARMM 自治区政府側で独自

に進められるべきであった、プロジェクト成果持続のための体制づくりの遅れが生じた。

３－５　結　論

本プロジェクトは ARMM 政府の中堅職員の能力強化に貢献しており、プロジェクト目標及び

各成果の指標も達成済みないし達成される可能性が高い。しかし、上位目標の達成には活動の

継続という条件を満たす必要があるものの、特に HRIS、局内技術研修、プロポーザル（FS）作

成能力、ハラル製品の生産・ビジネス支援に関しては組織面・財政面の持続性が十分ではない。

この点については、プロジェクトの一定期間の延長により強化することが可能と判断される。

３－６　提　言

各成果について、現行協力期間中及び延長期間中に実施すべきことは以下のとおりである。

３－６－１　行政管理

（1）行政規程及びその細則

ARMM 自治政府議会による承認が重要となるため、その承認状況のモニタリングを行

うこと、必要に応じて議論が活発になるようにセミナー等の機会を利用する。承認後には、

行政規程の普及セミナー等を企画することも必要となるであろう。継続的に、行政規程

等を修正する能力等を担当行政官が有しているか、アセスメントを実施することも一案

である。また、規程修正に関する業務を ARMM として制度的に保障することも重要であ

る。



（2）人事情報管理システム

人事情報管理システムの技術的妥当性、オペレーターの能力及び、HRIS センターの建

設は、HRIS を継続的に稼働させていくうえで一定のレベルに達している。しかしながら、

HRIS 入力業務は依然として正式業務として政府内で承認されていないため、継続性の

観点から制度的な保障を行うことは重要である。さらに、情報セキュリティー、システ

ムの維持管理、システム改善等に関する役割を担う部署と技術をもつ人材が必要である。

またより包括的な HRIS 運用のためには、対象とされていない部署の情報も入力される

ことが望ましい。

３－６－２　インフラ開発

（1）インフラ建設・維持管理

本トレーナーは単なるインストラクターではなく、今後 ARMM 公共事業局でさまざま

な公共事業実施の支援及び監督を行っていく際のリソースパーソンである。トレーニン

グのニーズは高く、10 月から実施される in-house トレーニングの実施体制の確立は重要

である。制度整備・トレーナーの能力向上・予算の手当て等に関して、議論及び実現の

促進を行っていくことは重要である。

（2）フィージビリティ・スタディ（プロジェクトプロポーザル作成）

本分野のニーズは高いが、長期にわたり政府内で能力強化が行われていなかったため、

人材の能力は低く、彼ら自身が in-house トレーニングを実施するレベルに至っていない。

そのため、本プロジェクトで能力強化した人材を活用し、一定の能力をもった人材をプー

ルすることが重要。

３－６－３　経済開発〔ハラル製品（ヤギ）に関するビジネス・技術支援（トレーニング・相談）〕

モデル産品がヤギとなったことにより、窓口で行う支援から、普及員形式のような現場で

の支援が重要となっている。対象農民のレベルは零細農家のレベルを脱していないことから、

ビジネス活動のリスクを十分に考慮したうえで、支援活動を継続していく必要がある。支援

システムをより有効に機能させるために、参加している機関の協調を促し、育成されたトレー

ナーへの追加のトレーニングを実施しながら能力強化及び相談受付方法の改善を行うことが

重要である。

３－６－４　持続性確保

紛争影響地域内にあり、1990 年の設立以来武力衝突や紛争の影響を受け、現在もなお治安

状況が極めて不安定であるプロジェクトサイトにおいて、本プロジェクトは活動を一歩ずつ

着実に実施してきたといえる。今後は、発現したプロジェクトの成果を ARMM 自治政府自身

で持続できるようにし、制度整備・管理体制整備に関する活動を実施することがまず望まれ

る。能力強化に関しては選択と集中を進め、一定の知識と技術をもった人材グループを構成

することが重要と思われる。本プロジェクトにおいては当初、個人に向けた能力強化を行っ

てきたが、その部分に関して一定の成果が確認された現時点において、自立発展に関しての

必要最低限の環境整備（制度・維持管理体制・知識 / 技術レベルの維持）の活動を継続する



ことを提言したい。

３－７　教　訓

① 　治安の安定しているダバオを研修地とすることで治安上の制約を排除し成果を収めるこ

とができた。同時に研修後のフォロースルーとの組み合わせにより効果の発現につながっ

たと考えられる。個人の能力の向上、中核となる人材の育成としては効果的なアプローチ

であるが、研修をカウンターパート機関が継続していくにあたっては、財政面、ロジ面で

の検討が必要である。

② 　行政規程、細則の策定、インフラ管理、経済開発（ヤギ生産）においては、ローカルリソー

スが有効に活用された。またローカルリソースを活用することにより、同時に、中央省庁、

第 11 地域等の他地域の関係者との関係構築にもつながった。

③ 　物事が地縁・血縁、政治的影響で決まることが多いなか、関係者が多岐にわたる分野で

は TWG の導入はコミュニケーション促進や共通認識形成において効果的な方法であった。

④ 　ニーズが多岐にわたる紛争影響国での支援では、本プロジェクトのようにプロジェクト

目標が包括的なものとなる場合もあり、プロジェクト目標の指標で柔軟に対応することも

一案である。



1-1. Background and outline of the project
The 1996 peace agreement between the government of the Republic of the Philippines and the Moro 

National Liberation Front (MNLF) led to the establishment of the Autonomous Region in Muslim Mindanao 
(ARMM) consisting of five provinces and one city. Many years of armed conflict have left the ARMM, with 
a population of about 4,120,000 residents, the least socioeconomically developed region in the Philippines, 
and having a poverty rate nearly double the country’s average. The setback in full-scale restoration and 
development stems from delayed peace talks between the government and the Moro Islamic Liberation Front 
(MILF) that broke away from the original MNLF, various types of infrastructure lacking development, and 
other factors. In particular, the lack of administrative capability of the ARMM government, in which power 
has devolved through the “autonomy” specially approved under the constitution of the Philippines based 
on the 1996 peace agreement, has been an obstacle. More specifically, the causes include dysfunctional 
government, inadequately trained new staff members including former MNLF officials and soldiers, and 
delays in delegating specific administrative power to the ARMM and developing a support system for that 
purpose. 

For the above reasons, JICA implemented the ARMM Administrative Capacity Development Project 
(December 2004 – March 2007) to improve the basic skills of ARMM government executives and officials (a 
total of about 440 members) who participated in the training. As a result, these executives and officials have 
improved their basic knowledge about administration and regional development, and thus demonstrated better 
skills in planning and management. 

The administrative capacity of the ARMM government still lacks in a number of aspects, however, and 
thus requires the improvement of practical/technical skills in specific fields and especially the development 
of mid-level officers (technocrats). The government of the Philippines has requested that a technical support 
project be implemented for improving the capabilities of these technocrats as a priority issue. In response, 
this project was launched in May 2008 as part of the Japanese government’s peace and reconstruction support 
program known as the Japan-Bangsamoro Initiatives for Reconstruction and Development (J-BIRD), which 

Autonomous Region in Muslim Mindanao Human Resource Development Project 
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Project Title: Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) Human Resource Development Project

Issue/Sector: Governance Cooperation Scheme: Technical Cooperation Project

Division in charge: Philippine office Project Cost: 370 million Japanese Yen (as of September 2010)

Period of 
Cooperation:

May 19, 2008 - 
March 31, 2011

Implementing Organization: Government of Autonomous Region 
in Muslim Mindanao (ARMM)
Supporting Organizations: 
Office of the Regional Governor (ORG), Department of Trade 
and Industry in the Autonomous Region in Muslim Mindanao 
(DTI-ARMM), Department of Public Works and Highways in the 
Autonomous Region in Muslim Mindanao (DPWH-ARMM), etc.



initiated activities to develop administrative infrastructure, establish the Administrative Code, manage human 
resource information carried on from the previous project, and strengthen the practical/technical skills of 
technocrats for economic and infrastructural development. 

1-2. Project overview
The Project develops capacity of mid-level officers (technocrats) in administrative management, 

infrastructural development and economic development, aiming at improvement of administrative capacity of 
the ARMM government,

(1)  Overall goal: To improve the ARMM government’s administrative capacity and promote economic 
development.

(2)  Purpose of the project: To develop the skills of mid-level management for the ARMM government’s 
capabilities of administrative management, economic development, and infrastructural development.

(3)  Outcomes (output)
Outcome 1: Administrative management
1-1.  Draft of the Administrative Code and proposals for the related Implementing Rules and Regulations 

(IRR) are prepared. 
1-2.  A data management system for the collection, storage, and distribution of human resource 

information is adopted. 
Outcome 2: Infrastructural development 
2-1.  Technical skills of the DPWH-ARMM staff members are improved. 
2-2.  Training of Trainers (TOT) trainers for project engineers in the DPWH-ARMM are trained (in the 

government).
2-3.  Relevant departments are able to develop technical proposals for construction projects (e.g., roads, 

bridges, water supply system). 
Outcome 3: Economic development 
3-1.  An action plan for selected halal products is developed. 
3-2.  Governmental officials are able to provide business support information service for selected halal 

products in the ARMM and province/district offices. 
3-3.  Government officials are able to provide technical advice on the production, processing, and quality 

control of selected halal products. 
3-4.  Promotion and marketing tools for selected halal products are developed.

(4) Input
A. Japanese side: Total project cost is 370 million Japanese yen (as of September 2010).
Expert dispatch: Japanese consultants were dispatched for 75 times (79.54 M/) in total in the areas of 
1) project management/economic development/human resource development, 2) project management 
assistance/administrative management/human resource development, 3) business support/human resource 
development, 4) human resource information system/human resource development, 5) infrastructural 
development/human resource development, and 6) training operation management/monitoring (planned by 
the end of March 2011).
Counterpart training in Japan: 11 members (planned by the end of March 2011) 

B. Philippine side
Counterpart personnel: A total of 30 members for administrative management 43 members for human 



resource information system, 30 members for infrastructural development, and 22 members for economic 
development were placed in position. 
Offices (provided by Cotabato City) and computer facilities (e.g., land and buildings as newly constructed 
properties) are provided.

3-1. Review of achievements
(1) Project Purpose: 

The project aims to develop the skills of mid-level management for the ARMM government’s capabilities 
of administrative management, economic development, and infrastructural development. 
All indicators of the Project Purpose are considered to be achieved by the end of the project. In other 
words, the skills of mid-level management for the ARMM government’s capabilities of administrative 
management, economic development, and infrastructural development have been developed.

The judgment above is based on the fact that outcomes of administrative management, infrastructural 
development, and economic development have been produced, respectively, with the effects thereof 
beginning to show. Specific achievements for said control and development are as follows:

Indicators for administrative management 
1-1. Draft of the Administrative Code and Implementing Rules and Regulations (IRR) 
1-2. Many (75%) participating government offices have begun updating their human resource information 
systems. 
1-3. Officials (operators) are able to instruct operation of the human resource information system.

The technical working group (TWG) has submitted a draft of the Administrative Code to the governor, 
with the latest draft already having been submitted to the Advisory Council. The detailed Administrative 
Code and Implementing Rules and Regulations (IRR) are being developed and drafts have been completed 
except for three agencies (Indicator 1-1). Sixteen of 17 total agencies have completed initial data input 
for the human resource information control system (HRIS) and begun updates (Indicator 1-2). Seventeen 
members have acquired the skills as instructors to teach others how to operate the HRIS, including four 
members in the governor’s office that adequately understand the system in detail, and who are in charge of 
general HRIS management in the future (Indicator 1-3).

2. Outline of Evaluation Team
Evaluation 
team

(1)  Japanese members
Leader: Hiroshi Kawakita (Senior Advisor, Institute for International Cooperation, JICA) 
Evaluation analysis: Kimihiro Konno (VSOC Co., Ltd.) 
Evaluation planning: Shiho Akamatsu (Coordinator, JICA Philippines Office) 
Cooperation planning: Martha P. Parrenas (JICA Philippine Office)
(2)  Philippine member
Leader: Randolph Parcacio Chairperson (Bangsamoro Lawyers Network)

Period of evaluation: September 19 - October 8, 2010 Type of evaluation: Terminal evaluation

3. Outline of Evaluation Results



Indicators for infrastructural development 
2-1. Three TOT instructors for technical training in government departments are developed. 
2-2. Department technical training is adopted in the DPWH. 
2-3. Three project proposals are completed and submitted.

All 15 members of the infrastructure management TWG have acquired skills equivalent to those of a 
project engineer through the training (Indicator 2-1). Department training provided by TOT is scheduled 
for late October (Indicator 2-2). In addition, the feasibility study (FS) TWG has been divided into three 
groups (i.e., roads, municipal hospitals, water supply system) for each member to develop a proposal. 
The draft proposals are likely to be completed in November and submitted to the Regional Planning and 
Development Office (RPDO) by the end of the project (Indicator 2-3).

Indicators for economic development 
3-1. A business support section is created and begins operation. 
3-2. Related government offices and agencies, provincial offices, and local governments begin providing 
technical support for manufacturing halal products. 
In the area of economic development, consultants were selected from among the trainers to provide business 
and technical support for training on raising goats, and they later developed a consultation system, which 
has just begun operation (Indicators 3-1 and 3-2).

(2) Achievement at the Outputs level 
[Administrative management] 
Output 1-1. Draft regulations and proposal for the related Implementing Rules and Regulations (IRR) are 
prepared.

By the time of terminal evaluation, the draft of Administrative Code has already been prepared with the 
Implementing Rules and Regulations (IRR) in the process of being prepared. This statement is based on 
the fact that the TWG has already submitted a draft of the Administrative Code to the governor, that the 
latest edition of the Administrative Code has already been submitted to the Advisory Council (Indicator 
1-1-1), and that all departments are scheduled to complete the preparation of the Implementing Rules and 
Regulations (IRR) and Administrative Code by the end of the project (as only three agencies have yet to 
complete the process) (Indicator 1-1-2).

Output 1-2. A data management system for the collection, storage, and distribution of human resource 
information is adopted.

A data control system for the collection, compilation, and extensive distribution of human resource 
information is deemed adopted by the time of terminal evaluation. This judgment is based on the fact that 
all 43 TWG members have received training on computer basics, data input, and HRIS operation (Indicator 
1-2-1), and that all departments concerned have introduced the HRIS (Indicator 1-2-2). The assessment 
of the training conducted indicates a high score of 4.7 out of 5 points (Indicator l-2-3). The results of 
comprehensive examinations to determine the effect of training showed an average of 75 points after the 
training, an increase from 40 points before the training (Indicator 1-2-4). Sixteen (94%) of all departments 



concerned have completed data entry and begun updating the data (Indicator 1-2-5). Moreover, corrections 
have been made to the HRIS database and learning materials (Indicator 1-2-6). As a result, all the Indicators 
have been achieved.

[Infrastructural Development] 
Output 2-1. Technical skills of the DPWH-ARMM staff members are improved.

By the time of terminal evaluation, the technical quality of officials from the DPWH-ARMM and other 
departments has been improved to a certain extent, and all 15 members who received the training had 
acquired skills equivalent to those of a project engineer (Indicator 2-1-1). The assessment of the training 
indicates a high score of 4.7 out of 5 points (Indicator 2-1-2). The understanding and skills of the training 
participants in infrastructure management have substantially improved (60%) from before the training to 
after the training (Indicator 2-1-3). Their use of infrastructure management skills has apparently increased 
and become more effective (Indicator 2-1-4), as we have been informed that four new members have 
assumed responsibility for the regional impact project, and that the officials have been able to provide 
accurate instructions to on-site managers at the district level (district engineers).

Output 2-2. TOT trainers for project engineers in the DPWH-ARMM are trained (in the government).

By the time of terminal evaluation, instructor development training began and was joined by 15 participants 
selected from 30 members of the infrastructure management and FS groups. Indicators 2-2-1 (Training 
manuals and materials for Field Engineers), 2-2-2 (80% of DPWH infra-management group trained in TOT), 
2-2-3 (10 ARMM engineers’ attendance and completion of TOT), 2-2-4 (TOT participants’ satisfaction), 
2-2-5 (TOT participants’ understanding and skill in infra implementation management), and 2-2-6 (TOT 
participants’ field application of infrastructure management skills) are gradually being achieved.

Output 2-3. Relevant departments are able to develop technical proposals for construction projects (e.g., 
roads, bridges, water supply system).

By the time of terminal evaluation, the abilities of relevant departments to write a technical proposal for 
construction projects (e.g., roads, bridges, water supply system) are deemed to have been improving. This 
judgment is based on the fact that 15 members of the DPWH-ARMM and ARMM-related agencies (RPDO 
and DOTC) participated in the training for project proposal (PP) development (Indicator 2-3-1), and that 
the FS proposal will be completed at the next training session in November. Satisfaction with the training 
is very high (4.1 out of 5 points) (Indicator 2-3-2). The understanding and skills of training participants 
have improved 47% on average before and after the training (Indicator 2-3-3). The technical skills and 
knowledge acquired are then applied to FS development (Indicator 2-3-4), which will be submitted to the 
RPDO before the project ends (Indicator 2-3-4 of project goals).

[Economic Development] 
Output 3-1. An action plan for selected halal products is developed.

By the time of terminal evaluation, an action plan that specifically concerns the production of goats for 



selected halal products had been developed.

Output 3-2. The ARMM and province/district offices are able to provide business support information 
service for selected halal products.

By the time of terminal evaluation, the skills of officials are deemed improved for the purpose of providing 
business support information service for selected halal products. This judgment is based on a high rate 
of participation (95%) of the TWG members in training and the two occasions of follow-up activities 
(Indicator 3-2-1), the high satisfaction of participants with the training (4.9 out of 5 points) (Indicator 3-2-
2), the improved understating and skills of participants after the training (17% before training and 45% 
after training) (Indicator 3-2-3), significantly improved practical application by the participants after the 
training (from 33% immediately after project startup to 85% after the training) (Indicator 3-2-4), and the 
fact that 12 members (62%) of the economic development TWG are confident of being a TOT instructor 
(although needing some additional training) (Indicator 3-2-5), 19 people other than the TWG members 
have been trained by TOT instructors (Indicator 3-2-6), and that guidelines for business support members 
have already been developed (Indicator 3-2-7).

Output 3-3. Government officials are able to provide technical advice on the production, processing, and 
quality control of selected halal products.

By the time of terminal evaluation, the abilities of officials to provide technical support for the production, 
processing, and quality control of selected halal products are deemed to have been improving. This 
judgment is based on the fact that 20 members of the economic development TWG participated in halal 
certification training in addition to the training on production, processing, and quality control (Indicator 
3-3-1), the high satisfaction of trainees with the training (4.7 out of 5 points) (Indicator 3-3-2), the 
improved understanding and skills of the trainees after the training (from 22% before the training to 59% 
after the training) (Indicator 3-3-3), significantly improved practical application by the participants after 
the training (from 53% immediately after project startup to 80% after the training) (Indicator 3-2-4), that 
12 members (60%) of the economic development TWG are confident of being a TOT instructor (Indicator 
3-2-5), 20 people other than the TWG members have received the training (Indicator 3-3-6), and that 
learning materials and supporting educational materials have already been developed (Indicator 3-3-7).

Output 3-4. Promotion and marketing tools are developed for selected halal products.

By the time of terminal evaluation, promotion and marketing tools for selected halal products have been 
developed and skills of officials are deemed developed. This judgment is based on the fact that 19 members 
(86%) of the economic development TWG received the training, thereby achieving the indicator of 
having 80% of this TWG’s members take the promotion and marketing training course for halal products 
(Indicator 3-4-1), the high satisfaction of participants with the training (4.4 out of 5 points) (Indicator 3-4-
2), the improved understanding and skills of the trainees after the training (from 54% before the training to 
69% after the training) (Indicator 3-4-3), with some trainees developing their own training materials even 
though only considered “somewhat improved" by instructors (Indicator 3-4-4), that 13 trainee members 
(68%) of the economic development TWG are confident of being a TOT instructor (even though instructors 



recognize the need for additional training) (Indicator 3-4-5), 19 people other than the TWG members are 
requested to serve as Extensions Officers (Indicator 3-4-6), marketing learning materials (sales promotion) 
have already been developed (Indicator 3-4-7), and that such sales promotion activities as creating posters 
are likely to begin by model farmers (Indicator 3-4-8).

3-2. Summary of evaluation results
(1) Relevance

Relevance is high. The terminal evaluation has reconfirmed the fact that no changes have been made to the 
basis of judging appropriateness as confirmed at the advance and interim evaluations, thereby suggesting 
a high level of appropriateness. In other words, firstly, “peace and the development of Mindanao” are 
important issues in the medium-term development plan of the Philippine government, and the ARMM 
government’s lack of administrative capacity is considered an obstacle to resolving this issue. Secondly, 
the Japanese government has positioned “support for the peace and stability of Mindanao” as one of 
the priority issues in its country-specific support implementation program. In particular, strengthening 
the administration of the ARMM government is considered a priority issue. Finally, while the ARMM 
severely lacks capabilities throughout its entire organization due to inadequate opportunities for obtaining 
satisfactory education, training, and practical experience for both the organization and individuals 
following many years of conflict, the executive officers (as political appointees) will likely be replaced in 
a short time (every three years). Meanwhile, mid-level officers are full-time and long-term workers who 
constitute the core group for improving the administrative capacity of the ARMM. Thus, the need for mid-
level officers—the target group of this project—is quite evident.

(2) Effectiveness
Effectiveness is high. By the time of terminal evaluation, the indicators of the Project Purpose are likely 
to be achieved. At the same time, the effects emerging from the resulting Outputs of administrative 
management, infrastructural development, and economic development have been achieved, and thus 
the Project Purpose is likely to be achieved. As a result, the skills of mid-level officers of the ARMM 
government are being developed in the areas of administrative management, infrastructural development, 
and economic development.

(3) Efficiency
Efficiency is high. A comparison of the level of effects beginning to appear and the level of input reveals 
no issues concerning efficiency, but the activities appropriately emphasize training. As the timing of 
input, delays in the construction of HRIS facilities had affected relevant activities, but construction is now 
completed, thus making up for lost time. Members who have been trained to register and update human 
resource information periodically use the computers provided at the HRIS center. Therefore, the use of 
local resources is considered to have contributed to increased efficiency.
The dispatched Japanese personnel were trained in Davao City rather than in Cotabato, where there is a 
lack of public safety. This led to a finding that even if activities in Cotabato were interrupted, the function 
could be maintained in Davao, thereby helping to avoid the interruption of all project activities (particularly 
between last December and January of this year). The Davao office thus contributed to higher efficiency 
through its appropriate responses in crisis management and by not wasting time.



(4) Impact
Impact on the Overall Goal is fair. The following describes achievements of the Overall Goal, indicators.

A)  In the area of administrative management, the deadline for congressional approval of the Administrative 
Code is not predictable given the political decisions to be made, and thus is inappropriate as an 
indicator.

B)  In the area of HRIS, the indicators are supposedly achievable on the condition of continuous activities. 
However, the specific method of use has not been confirmed among the relevant parties.

C)  In the area of infrastructure, the indicators are supposedly achievable on the condition of continuous 
activities. However, the method and indicators of improvement must be more clearly defined.

D)  In the FS area, the overall goal should be achievable if these activities are continued.
E)  In the area of economic development, the indicator to increase the production of halal products 

should be achievable, provided that related activities are continued. However, it is too early to predict 
an increase in target product sales in the ARMM. While the training of farmers has just begun, the 
overall goal of improving the efficiency of a target product business (such as livestock) of small 
farmers should be achievable, provided that these related activities are continued.

Positive impact is high. It includes strengthening relationships and building trust among related 
government offices and agencies, and building relationships among central government agencies and 
relevant organizations in other regions through training. In the FS area, projects for which a FS would 
be conducted or proposals would be made are selected from priority projects on the ARMM Regional 
Executive Legislative Agenda (ARELA). Consultations with the stakeholders (e.g., local governments, 
related agencies) were held in the process of preparing a FS and proposals, thus facilitating a dialogue 
with the municipalities involved in planning without any political intervention. In the economic area, the 
trainers are now beginning to provide neighboring goat farmers with necessary information.

While no negative impact was particularly observed at the time of terminal evaluation, the regional balance 
of participants such as those living in island regions must be considered to minimize risks of regional 
disparity in expanding the training program to local offices and farmers,

(5) Sustainability
Sustainability is fair. In the technical aspect (1), the participants aim to acquire technical skills consistent 
with the capacity and development levels considered necessary to maintain continuity. In the organizational 
and financial aspects (2), however, sustainability is considered inadequate.

(1) Technical aspects 
An appropriate level of technologies is provided, with mid-level engineers having improved their 
knowledge and skills, and increased their experience. The low rate of resignation also suggests a high 
level of continuity.

(2) Organizational and policy aspects
The TWG is likely to be dissolved when the project ends, so that each activity will be initiated in a 
manner similar to that of a pilot project. Overall, progress must be made in the following areas:
A)  Making operations compulsory (as proper operations) through a system and as per regulations



B)  Establishing maintenance and management systems
C)  Mechanism of maintaining technical skills and knowledge

(3) Financial aspects 
The project activities have been controlled to prevent an excessive amount of funds from being spent 
on maintenance and management. Therefore, the budget is in a range that can be secured by the ARMM 
government through its self-help efforts. As the government is just beginning to recognize and consider 
the need to secure a budget, however, further progress must be made.

3-3. Factors contributing to effectiveness 
<Implementation process>
The proper selection of TWG members, the cascade method, process-oriented improvement of skills, 
training and activities that take the beneficiaries into account, introduction of follow-through activities to be 
conducted after training, and other creative efforts are considered to have helped improve the capabilities of 
both individuals and the technical working group.

3-4. Problems and factors causing problems 
<Implementation process>
In November 2009, a state of emergency was declared in the wake of the Maguindanao massacre, which 
threatened public safety and prevented Japanese experts from traveling to Cotabato for some time. While the 
change of government was a significant event that even affected external conditions, the new government 
understood the importance of the project, associated activities and results, and thus ordered that the TWG 
members not be replaced. The turn of events did not become a disincentive that would otherwise adversely 
affect the level of the project and its achievements, and only had a minimal effect. However, the effect at the 
activity level and the replacement of the director and other key officials caused conflict in some government 
offices. This also delayed the development of a system to sustain the project’s achievements, a task that the 
ARMM government should have originally conducted independently.

3-5. Conclusion
The project has contributed to capacity development of mid-level officers of the ARMM government and 
indicators of the Project Purpose and the Outputs have achieved or are likely to be achieved by the end of the 
project. Nevertheless, organizational and financial sustainability of HRIS, in-house training (infrastructure 
management) and Halal production support, which are preconditions for achievement of the Overall Goal, 
is still weak. That can be consolidated by extending the project duration for a certain period. 

3-6. Recommendations
Issues to be addressed during the current project period and the possible extension period are as follows.
3-6-1. Administrative management

(1)  Administrative Code and Implementing Rules and Regulations (IRR)
As the approval by the Regional Legislative Assembly of the ARMM government will be important, 
the status of approval will be monitored, with seminars or other events being used to promote active 
discussions, if necessary. After approval, seminars and other events to promote the implementation of the 
Administrative Code should be planned. Assessment may be carried out to determine whether the officials 
in charge are capable of continuously improving the Administrative Code. It is also important that the 



ARMM institutionally guarantees operations associated with the revision of rules.

(2)  Human resource information control system
The technical appropriateness of the human resource information control system (HRIS), the capacity of 
operators, and construction of the HRIS center have reached a certain level for continuous HRIS operation. 
HRIS input operation, however, has yet to be approved by the government as a formal task; therefore, 
providing institutional guarantee is important for continuity. In addition, departments playing the roles 
associated with information security, system maintenance, and system improvement, and human resources 
having technical capabilities are needed. For more comprehensive HRIS operation, information from 
departments outside the project should also be entered.

3-6-2. Infrastructural development
(1)  Construction and maintenance of infrastructure
This trainer is not simply an instructor, but a “resource person” working to support and oversee various 
public works projects to be implemented by the DPWH-ARMM in the future. The training is urgently 
needed, and it is important to establish an operational system of in-house training that will begin in October. 
It is also important to promote the discussion and achievement of system development, improvement of 
trainer skills, and necessary budget allocation.
(2) Feasibility study (preparation of project proposals)
Despite the extremely high need for projects in this area, the government has failed to strengthen its 
capacity for many years. As a result, the applicable human resources have low capabilities, and have yet 
to reach a level for providing in-house training to others. For this reason, it is important to use human 
resources having skills improved in this project, and maintain a pool of workers having a certain level of 
capacity.

3-6-3. Economic development
(1)  Business and technical support for halal products (goats) (training and consultation)
As goats were selected as the model product, the form of support has been shifting from that provided at 
an office to on-site support provided by personnel similar to Extensions Officers. Because the business of 
the target farmers remains still very small in scale, the risks of their business activities must be fully taken 
into account in order to continue support activities. To realize a support system that can function more 
effectively, it is important to strengthen skills and improve the method of accepting consultation requests, 
while encouraging the cooperation of participating organizations and providing additional training to the 
trainers already developed.

3-6-4. Ensuring sustainability
The project region is located within the conflict-affected area—the scene of armed conflict and disputes since 
being established in 1990. Public safety at the project site remains extremely unstable, and yet, the project 
has made steady progress in its activities one step at a time. From now on, activities should be conducted 
to develop a system and management structure for helping the ARMM government independently enhance 
the achievements made by the project. To improve capacity, it is conceivably important to organize a 
group of human resources possessing a certain level of knowledge and technical skills through careful 
selection and concentration. This project initially supported improving the skills of individuals, and certain 



achievements have now been confirmed in this regard. The activities to develop the minimum required 
environment for independent development (e.g., system, maintenance/management structure, maintenance 
of knowledge/technical levels) should be continued.

3-7. Lessons learned
● Using Davao City with its stable public safety as the training site helped eliminate safety constraints and 
facilitated achievement. At the same time, the combination with follow-through after training supposedly 
improved the effect. While this is an effective approach toward improving individual skills and developing 
core human resources, the financial and logistics aspects must also be considered in order for the counterpart 
organizations to continue the training. 
● Local resources were used effectively for the establishment of the Administrative Code and Implementing 
Rules and Regulations (IRR), infrastructure management, and economic development (i.e., raising goats). 
The simultaneous use of local resources also helped build relationships with relevant parties in other areas, 
such as the central government offices and Region 11. 
● Given that decision making is often affected by nepotism and politics, introducing the technical working 
group was an effective way of promoting communication and establishing shared understanding in areas 
where the relevant parties are diversified. 
● As exemplified by this project, the goals of a project to support a country affected by armed conflict and 
having diversified needs become comprehensive in some cases. The indicators for a Project Purpose may be 
used flexibly when responding to such a case.
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第１章　評価調査の概要

１－１　調査団派遣の経緯と目的

1996 年のフィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）政府とモロ民族解放戦線（MNLF）
との和平合意により、ムスリム・ミンダナオ自治区（Autonomous Region in Muslim Mindanao：
ARMM、5 州・1 市により構成）が設立された。約 412 万人が生活する同地域は、長期にわたる

武力紛争の影響でフィリピンの平均貧困率の 2 倍近くを示し、最も社会経済発展が立ち遅れてい

る。本格的な復興・開発が遅れている原因としては、MNLF から分派したモロ = イスラム解放戦

線（Moro Islamic Liberation Front：MILF）と政府との和平交渉の遅れ、各種インフラの未整備等

が指摘されているが、とりわけ和平合意に基づき、フィリピン共和国憲法上特別に認められた「自

治」の下、権限を委譲された ARMM 政府の行政能力不足が障害となっている。具体的には、長

年の紛争による行政の機能不全、元 MNLF 幹部・兵士を含む新規雇用職員に対する十分な研修

が行われていないこと、ARMM の具体的な行政権限の委譲及びそれに伴う制度整備が遅れてい

ることが原因として挙げられている。

上記を踏まえ、JICA は「ムスリム・ミンダナオ自治区行政能力向上プロジェクト」（2004 年

12 月～ 2007 年 3 月）を実施することにより、ARMM 内の各組織における幹部及び管理職を対象

（総計約 440 名）に組織横断的に幅広く研修の機会を与え、研修参加者の基礎的な能力向上を支

援してきた。このプロジェクトでは知事をはじめ、各部局の主要幹部クラスには政策立案及びリー

ダーシップ・組織運営の基礎に関する研修を実施し、中間管理職に対してはプロジェクトマネジ

メントを中心に研修を行った。更に最終年度には ARMM の優先 5 課題（経済開発、インフラ開発、

行政管理、平和と秩序、社会開発）について、各課題の問題分析、問題解決に必要な対策の検討

等を支援した。この結果、行政及び地域開発の基本的な知識は向上し、計画立案・運営面では一

定の改善がみられるようになった。

しかしながら、ARMM の行政能力はいまだ多くの課題を抱えており、各専門分野の実務・技

術の向上、特に中堅職員（テクノクラート）の育成が急務となっており、優先課題におけるこ

れら中堅職員の能力向上を目的に技術プロジェクトの実施がフィリピン政府より要請された。

JICA は 2007 年 9 ～ 10 月に事前評価調査団を派遣し、2008 年 3 月 5 日に討議議事録（Record of 
Discussion：R/D）に署名した。本プロジェクトは、日本政府の平和と復興支援プログラム（Japan-
Bangsamoro Initiatives for Reconstruction and Development：J-BIRD） の 下、2008 年 5 月 19 日 か ら

2011 年 3 月 31 日までの予定で、経済開発、インフラ開発の中堅職員の技術・実務能力強化とと

もに、前プロジェクトからの継続活動である行政規程策定、人事情報管理といった行政基盤の整

備を対象として活動を開始した。また、2009 年 11 ～ 12 月には中間評価調査団が派遣されている。

今般、プロジェクトの終了の半年前となり、これまでのプロジェクト活動実績・経緯の検証及

び評価 5 項目に沿った評価を行うとともに、今後の活動に向けた提言を取りまとめる目的で、終

了時評価を実施することとした。

１－２　調査団の構成と調査期間

１－２－１　調査団の構成

総　括 川北博史 JICA 国際協力専門員

評価企画 赤松志保 JICA フィリピン事務所企画調査員
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評価分析 今野公博 VSOC 株式会社

協力計画 Martha P Parrenas JICA フィリピン事務所

行政能力評価 Randolph Parcacio Chairperson, Bangsamoro Lawyers Network

１－２－２　調査期間

2010 年 9 月 20 日～ 10 月 7 日。調査日程詳細はミニッツの ANNEX 1 のとおり。

１－２－３　主要面談者

ARMM 政府のカウンターパート、各分野テクニカルワーキンググループ（TWG）メンバー、

TOT（Training of Trainers）トレーナー（経済開発）、農民研修に参加している農民（経済開発）、

リソースパーソン、専門家など。詳細はミニッツの ANNEX 2 のとおり。

１－３　対象プロジェクトの概要

１－３－１　協力期間

2008 年 5 月 19 日～ 2011 年 3 月 31 日（3 年間）

１－３－２　実施機関・協力機関

実施機関：ARMM 自治区政府

協力機関：分野ごとに TWG を設置

a）　 行政管理分野：知事官房（Office of the Regional Governor：ORG）と TWG〔行政管理及び

人事情報システム（HRIS）〕
b）　 インフラ開発分野：ARMM 公共事業局（Department of Public Works and Highways-ARMM：

DPWH-ARMM）と TWG〔インフラ・マネジメント及びフィージビリティ・スタディ

（FS）〕
c）　 経済開発分野：ARMM 貿易産業局（Department of Trade and Industry-ARMM：DTI-ARMM）

と TWG

１－３－３　プロジェクト対象地域・対象グループ

ARMM：マギンダナオ、南ラナオ、バシラン、スールー、タウィ・タウィの 5 州及びマラウィ

市

１－３－４　プロジェクトの要約

上位目標：ARMM 自治政府の行政能力が向上し、ARMM の経済開発が促進される。

プロジェクト目標：ARMM 自治政府の行政管理、インフラ開発、経済開発分野の中堅職員

の能力が育成される。

（1）成果（アウトプット）

（成果 1：行政管理）

1-1　 行政規程及び施行細則（IRR）案が作成される。

1-2　人事情報を収集、蓄積、配信するためのデータ管理システムが導入される。
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（成果 2：インフラ開発）

2-1　ARMM 公共事業局職員の技術が改善される。

2-2　 ARMM 公共事業局におけるプロジェクト技術者の TOT トレーナーが訓練される

（政府内）。

2-3　 （道路、橋、水システムの）建設プロジェクトに関する技術プロポーザルを関係部

局が作成できるようになる。

（成果 3：経済開発）

3-1　選定されたハラル製品に対する行動計画が策定される。

3-2　 ARMM と州 / 地区事務所で、職員が選定されたハラル製品に関するビジネス支援

情報サービスを提供できるようになる。

3-3　 職員が選定されたハラル製品に関する生産・加工・品質管理技術アドバイスを提

供できるようになる。

3-4　 選定されたハラル製品のためのプロモーション・マーケティングツールが開発さ

れる。

１－３－５　プロジェクト実施体制

本プロジェクトの実施体制は図１－１のとおりである。

プロジェクトディレクター※

地域計画・開発局(1名) ※

プロジェクトマネジャー※

GWT発開ラフンイGWT発開済経GWT理管政行

：ーバンメ：ーバンメ：ーバンメ

※）名1（ドッヘGWT※）名1（ドッヘGWT※）名1（ドッヘGWT

※）名1（ドッヘブサGWT※）名1（ドッヘブサGWT※）名1（ドッヘブサGWT

行政規程TWGのメンバー(30名) 経済開発TWGのメンバー(22名) インフラマネジメントTWGのメンバー（15名)

HRIS TWGのメンバー(４3名) FS作成TWGのメンバー（15名)

※はJCCメンバー

JICAチーム

図１－１　プロジェクト実施体制
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第２章　評価の方法

本評価では、『JICA 事業評価ガイドライン（改訂版）』に基づき、評価の枠組みとしてプロジェ

クト ･ サイクル ･ マネジメント（PCM）の評価手法を使用した。PCM を用いた評価は、①プロジェ

クト ･ デザイン ･ マトリックス（PDM= プロジェクトの諸要素を論理的に配置したプロジェクト

の概要表）に基づいた評価のデザイン、②プロジェクトの実績を中心とした必要情報の収集、③

｢ 妥当性 ｣「有効性」「効率性」「インパクト」「持続性」という 5 つの評価の観点（評価 5 項目）

からの収集データの分析、④分析結果からの提言 ･ 教訓の導出及び報告、という流れから成って

いる。今回の評価調査でもこの流れを踏まえ調査を行った。

２－１　評価設問と必要なデータ・評価指標

本評価調査は、『JICA 事業評価ガイドライン（改訂版）』に沿って、プロジェクト・サイクル・

マネジメント手法で用いられる PDM を活用し、評価設問を設定した。

「プロジェクト実績（投入、活動、アウトプット、プロジェクト目標達成度）」「実施プロセス」「評

価 5 項目」について、それぞれ調査項目を設定した。本終了時評価で重要な調査項目は表２－１

のとおりである（ミニッツの ANNEX 3「評価グリッド」参照）。

表２－ 1　主な調査項目

評価

項目

評価設問

大項目 小項目

１　

実
績
の
検
証

プロジェクト目標達成

の見込みはあるか

「ARMM 自治政府の行政管理、インフラ開発、経済開発分野の中堅職

員の能力が育成され」たか。

上位目標達成の見込み

はあるか

投入・アウトプットの実績やプロジェクト目標達成見込み、活動の

状況に照らし合わせて、上位目標（ARMM 政府の行政能力が向上し、

ARMM の経済開発が促進される）は、プロジェクトの効果としてプロ

ジェクト終了後 3 年で発現が見込まれるか。

アウトプットは計画ど

おり産出されているか

1.  「行政規程及び施行細則」（IRR）案が作成されているか。

2.  「人事情報を収集、蓄積、配信するためのデータ管理システムが導

入され」ているか。

3.  「ARMM 公共事業局職員の技術が改善」しつつあるか。

4.  「ARMM 公共事業局におけるプロジェクト技術者の研修講師養成研

修（TOT）トレーナーが訓練され」つつあるか。

5.  「（道路・橋・水システムの）建設プロジェクトに関する技術プロ

ポーザルを関係部局が作成できるようになり」つつあるか。

6.  「選定されたハラル製品に対する行動計画が策定される」

7.  「ARMM と州 / 地区事務所で、職員が選定されたハラル製品に関す

るビジネス支援情報サービスを提供できるようになり」つつあるか。

8.  「職員が選定されたハラル製品に関する生産・加工・品質管理・技

術アドバイスを提供できるようになり」つつあるか。

9.  「選定されたハラル製品のためのプロモーション・マーケティング

ツールが開発され」つつあるか。

投入は計画どおりか 投入は計画どおりに行われたか。
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評価

項目

評価設問

大項目 小項目

２　

実
施
プ
ロ
セ
ス
の
検
証

活動の実施 活動は計画どおりであるか。特に 2010 年 1 月以降の合同調整委員会

（Joint Coordinating Committee：JCC）、TWG メンバー交代によるプロジェ

クト活動への影響はどの程度であったか。

実施上の課題とその課

題に対する取り組み

プロジェクトの運営実施上の課題、左記に対するこれまでの取り組み

とその経緯は。

連携・調整 実施体制に問題はないか。参加組織や関連組織間の連携・調整状況は。

業務執行状況 カウンターパートの数・配置時期・能力（専門性・経験）は適切か。

参加度合・認識度 関係者のプロジェクトへの参加度合・認識度は高いか。

３　

妥
当
性

行政能力強化分野にお

ける本プロジェクトの

必要性は高いか

フィリピン国中期開発計画「ミンダナオの和平と開発」に変更はないか。

日本の援助事業として

の妥当性

対フィリピン国別援助計画「ミンダナオの平和と安定への支援」に変

更はないか。

ターゲット・グループ

の妥当性

ターゲット・グループのニーズに変更はないか。

他ドナーとのデマケ 他ドナーの類似事業との連携・デマケは明確に実施されているか。

４　

有
効
性

プロジェクトの目標の

達成度は十分か

アウトプット達成状況

プロジェクトが質の高

い研修を提供している

か

研修希望者のニーズに合っているか。参加者の満足度は。　関係者に

参加しやすい環境を設定しているか。

プロジェクトのアウト

プットはプロジェクト

目標の達成に貢献して

いるか

アウトプットとその目標達成への貢献度、アウトプット以外にプロジェ

クト目標に貢献した項目はあるか。

目標達成を促進または

阻害した要因

プロジェクト目標の達成を促進または阻害した要因はあるか。

５　

効
率
性

アウトプット達成に対

して投入の量・質・タ

イミングは適切か

専門家の派遣人数、専門分野、派遣時期は適切か。供与機材の種類、量、

設置時期は適切か。研修員受入人数、分野、研修内容、研修機関、受

入時期は適切か。カウンターパートの人数、配置状況、能力は適切か。

建物・施設の質、規模、利便性は適切か。プロジェクトの予算は適正か。

プロジェクトの実施・

支援体制

プロジェクトワーキングチームの会合 /JCC の開催・決定・通達の状況

は適切か。　日本側の支援体制（JICA 事務所・本部、業務実施委託コ

ンサルタント会社）は適切か。

プロジェクトの実施・

支援体制に課題はある

か

プロジェクトワーキングチームの会合、JCC の実施状況はどうか。

日本側の支援体制の状況（JICA 事務所・本部、業務実施受託コンサル

タント会社）に課題はあるか。
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評価

項目

評価設問

大項目 小項目

６　

イ
ン
パ
ク
ト

上位目標の達成の見込

み

上位目標達成状況

その他の波及効果はあ

るか

正または負の波及効果があるか。あればそれは何か。

７　

持
続
性

組織・政策面から持続

性が見込まれるか

政策支援（ARMM 支援、中堅技術者支援）は協力終了後も継続するか。

法制度（3 分野に係る役所の役目）は整備されているか。または整備

される予定は。職員の定着度・意欲は高いか。

財政面から持続性が見

込まれるか

研修経費及び設備維持費が確保され、中堅職員・技術者に対する内外

の研修及び設備維持活動は継続されるか。活動予算確保のための対策

（例：ロビー活動や自主財源確保）は行われているか。いるならばそれ

は何か。

技術面から持続性が見

込まれるか

行政管理：行政規程（IRR）の完成（現在完成しているものは全体のど

れだけか）、または今後の修正に対する活動の継続の見込みは。

HRIS：① HRIS の更新サイクル及び活用方法は明確化されているか。

② HRIS オペレーターの能力、資格、役割について明確になっているか。

③新しく建設されたコンピューター施設の活用方法の策定は進められ

ているか。④データ入力された部署が限定的であることから生じる不

具合はあるのか。

インフラ：①インフラ実施管理運営及びエンジニア育成、プロポーザ

ル作成能力に対する技術力向上のための方策（内外の技術力向上研修

や新人・異動した職員への研修予定）がとられているか。② TOT トレー

ナーの資質、能力、役割が明確になっているか。

経済開発：①ビジネスサポートデスク、製品・加工・品質管理技術ア

ドバイス業務（ハラル製品）の実施組織、業務内容、人員配置はされ

ているか。②継続の見込みはあるか。

TWG について TWG は将来的にどのような役割をもち、どのような形で継続されるの

か。

役所全体の持続性への

貢献

IRR 及び人事情報は役所全体でどのように活用されるのか。また、 
経済開発分野は今後どのような広がりを計画しているか。

２－２　データ収集・分析方法

２－２－１　概　要

具体的な手順としては、以下のとおりである。まずは、プロジェクトの概要表である PDM
を基に調査項目を設定し（第２章２－１節）、更に、それぞれの項目に対する情報収集・分析

を実施した（第３章３－１節）。これらの結果を踏まえ、プロジェクト終了後の持続性を確保

するために、いくつかの提言を JCCで協議し、ミニッツを締結した。評価結果については第３章、

第４章に後述する。

評価 5 項目のそれぞれが示す内容は以下のとおりである。

①　妥当性： プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が、評価を
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実施する時点において妥当か（受益者のニーズに合致しているか、問題や課題

の解決策として適切か、相手国と日本側の政策との整合性はあるか、プロジェ

クトの戦略・アプローチは妥当か等）を確認する。

②　有効性： アウトプットが創出された結果としてプロジェクト目標が達成されているかど

うかを確認する。プロジェクトの実施により、本当に受益者もしくは社会への

便益がもたらされているのかを確認することにつながる。

③　効率性： プロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有効に活用されているか

を確認する。

④　インパクト： プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的・間接的効果や波及効

果を確認する。予測していなかった正・負の効果・影響を含む。

⑤　持続性： 援助終了後も、プロジェクトにより発現した効果が持続していく見込みがある

かどうかを確認する。

２－２－２　調査手法

前述の調査項目について、以下の方法に基づき情報を収集した。

（1）文献資料調査

事前評価調査報告書、R/D、ミニッツ（Minutes of Meeting：M/M）、PDM、活動計画（Plan 
of Operations：PO）等のプロジェクト計画文書、モニタリング報告書、技術協力プロジェ

クト事業進捗報告書、その他プロジェクト関連資料

（2）質問票及び質問票に基づくインタビュー調査

・　質問票に基づく TWG メンバー（カウンターパート）へのインタビュー

・　カウンターパート機関へのインタビュー

・　研修活動に協力しているリソースパーソンへのインタビュー

・　 在任中の日本側専門家（チーフアドバイザー、各分野専門家）に対する質問票調査と

個別インタビュー

（3）直接観察

プロジェクト研修へのオブザーバー参加によるプロジェクト活動観察、開発された研修

教材や成果物の閲覧、調達された資機材の視察
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第３章　プロジェクトの実績

３－１　投入実績、アウトプットの実績

３－１－１　投入実績

（1）日本側

1）　専門家派遣

①総括 / 経済開発 / 人材育成、②副総括 / 行政管理 / 人材育成、③ビジネス支援 / 人材

育成、④人事情報システム / 人材育成、⑤インフラ開発 / 人材育成、⑥研修運営管理 /
モニタリングの分野で 7 名、計 79.54M/M を投入する（2011 年 3 月末時点予定）。専門

家のリストはミニッツの ANNEX 5 のとおりである。

2）　本邦研修

合計 10 名の本邦研修が実施される。終了時評価時点で 8 名の研修が終了し、2 名は

研修中である。名簿はミニッツの ANNEX 6 のとおりである。

3）　供与機材

終了時評価時点で機材価格の合計で 809 万 7,000 円（消耗品を除く）が供与された。

主な機材はコンピューター 20 台、同コンピューター用 OS 及びソフトウェア、プリン

ター、コピー機である。機材リストはミニッツの ANNEX 7 のとおりである。

（2）フィリピン側

1）　カウンターパート配置

終了時調査時 8 名のカウンターパートが配置されている。所属先は ARMM-ORG、知

事官房総務局（AMS-ORG）が各 1 名、DPWH、DTI、地域計画・開発局（RPDO）が各

2 名である。

名簿は ミニッツの ANNEX 8 のとおりである。

2）　TWG メンバー配置

終了時調査時で 125 名の TWG メンバーが配置されている。内訳は、行政開発が 30 名、

人材育成が 43 名、インフラが 15 名、FS が 15 名、経済開発が 22 名である。リストは ミニッ

ツの ANNEX 9 のとおりである。

3）　施設提供

DPWH-ARMM 内にプロジェクト事務所を提供している。

4）　施設建設・土地提供

土地提供、HRIS センターを建設した。
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【参考】 ARMM 政府の局数について（2009 年行政管理 TWG のマニラ訪問時の発表スラ

イドから）

1.  権限を委譲された局（19）：DPWH、保健局（DOH）、社会福祉局（DSWD）、環境・

天然資源局（DENR）、農業・漁業局（DAF）、科学技術局（DOST）、地方自治局（DILG）、

住宅・土地利用管理局（HLURB）、南部文化局（OSCC）、高等教育局（CHED）、交通・

通信局（DOTC）、教育局（DepEd）、労働・雇用局（DOLE）、観光局（DOT）、貿易

投資局（DTI）、投資局（RBOI）、協同組合局（CDA）、南部フィリピン開発局（SPDA）、

技術教育・技能開発局（TESDA）及び DOTC の付属機関（7）
2.  ARMM 独自の局（13）：知事官房（ORG）、文化遺産局（BCH）、青年開発局（CDO/

BYA）、地域港湾局（RPMA）、和解統一局（RRUC）、RPDO、バンサモロ女性委員会

（RCBW）、ARMM 開発アカデミー（ADA）、予算調整局（RBMO）、公共情報局（BPI）、
漁業・水産資源局（BFAR）、スポーツ局（RSCO）、住宅・地方開発局（RHRDA）

3.  ARMM 内に局をもつ局（12）：国家統計庁（NSO）、農業統計局（BAS）、国家食糧

庁（NFA）、海外雇用庁（POEA）、海外労働者福祉庁（OWWA）、全国警察委員会

（NAPOLCOM）、フィリピンココナッツ庁（PCA）、監査庁（COA）、公務員委員会（CSC）、
民間防衛室（OCD）、フィリピン国家警察（PNP）、刑務所管理・刑罰局（BJMP）

３－１－２　成果（アウトプット）の達成状況

PDM に示される内容に沿って、一部を除いてアウトプットは創出されている。達成されて

いない項目についてもプロジェクト終了時（2011 年 3 月）までに達成される見込みである。

各アウトプットについては以下のとおりである。

アウトプット 1-1：行政規程及び施行細則（IRR）案が作成される。

終了時評価時点で、行政規程の草稿は策定され、施行細則の草稿はプロジェクト終了まで

に完成すると判断できる。

その根拠としては、以下のとおり指標がほぼ達成されていることが挙げられる。

* なお下記の年次については以下の期間を指す。

1 年次：2008 年 5 月～ 2009 年 3 月、2 年次：2009 年 4 月～ 2010 年 3 月、

3 年次：2010 年 4 月～ 2011 年 3 月

（1）（指標 1-1-1：TWG による行政規程草稿の完成）

終了時評価時点で、行政管理 TWG により知事及び諮問委員会あてに行政規程草稿が

既に提出済みである。行政規程の制定には議会と知事の承認が必要である。

活動概要は以下のとおりである。

この活動は「ムスリム・ミンダナオ自治区行政能力向上プロジェクト」からの継続活

動であり、前プロジェクトにおいて作成した ARMM 行政規程の TWG 案に対して、諮

問委員会及び ARMM 自治政府からのコメントを反映するために行政管理 TWG メンバー

間で認識されてきた懸案事項に関する対応策について合意形成を行うものである。

1 年次の 3 回のワークショップの活動で草案が完成された。ワーショップは各回 5 日

間、ダバオ市で行われ、日本人専門家とフィリピン人ギザ教授と行政管理 TWG メンバー

三十数名によって修正が必要な箇所をリストアップし、その検討が行われた（例：各部
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局の役割を明確にし、重複をなくす、地方自治体（Local Government Unit：LGU）への

権限移譲を検討する、次官の権限を拡大する等）。

2009 年 8 月に知事、主要閣僚、諮問会議メンバーに対して説明会が行われ、質疑応

答の末、修正点が提示された。

（2）（指標 1-1-2：IRR 編集案）

プロジェクト終了までに全部局において行政規程施行細則（IRR）の策定を終える予

定である。策定が終了していないのは参加 36 部局のうち 3 部局（下記の表参照、多忙

等により作成が遅れている）。IRR の制定には上記行政規程の知事の承認及び知事によ

る IRR の承認が必要である。

IRR 参加 36 部局及び策定が終了していない 3 局は以下のとおり。

参 加 36 部 局：DAF、DA/BFAR、DepEd、CHED、DENR、DOH、DILG、DOLE、
TESDA、DPWH、DOST、DSWD、DOT、DTI、RBOI、DOTC〔（proper）、RPMA、陸運

局（LTO）、海自産業庁（MARINA）、空運局（ATO）、陸運フランチャイズ管理局（LTFRB）、
地方裁判所（RTC）（以上 DOTC の付属機関）〕、CDA、HLURB、OSCC、BCH、財務局

（ORT）、RCBW、RPDO、開発支援局（ODA）、ADA、BPI、CDO/BYA、ARMM 平和プ

ロセス局（APPO）、予算調整局（RBMO）、RSCO（RSDO）、RRUC、Regional Library、
地域開発評議会（ARDC）、RHRDA、ORG、法務長官室（ORSG）

このうちまだ終了していない 3 局は、ARDC、RHRDA、ORSG である。

活動概要は以下のとおりである。

1 年次の第 4 回目のワークショップにおいて、“IRR は ARMM 自治政府の内部規定”

であるとの共通認識を得て、“ARMM 行政規程”を参考に作成することとした。また、

各部局の担当者を決定し、部局ごとに作業が開始された。主な活動は、各部局が準備し

たドラフトに対するリソースパーソン（パーカシオ弁護士）からの専門的な意見を聴取

し、TWG メンバーから選出されたファシリテーターが中心となり、参加者全員の討議

により、ドラフトごとのレビューと更なる改善案提案を行うことであった。

2 年次には、5 日間のワークショップを 4 回行い、また、先行事例となるブラカン州、

マカティ市、内務局本部を訪問して組織法及びその施行細則の事例研究を行い、策定作

業の効率化と内容の向上を図った。

3 年次には、ダバオ市で 5 日間のワークショップを行い IRR の第 4 章（ARMM の関

係部局の役割と権限）について各部局が発表を行ってドラフト IRR と行政規程の整合

性について討議し、また、部局間の重複の解消について議論した。 IRR は主要部局の

所掌を規定するものであり、各部局による起草と部局間の調整作業を通じて、ARMM
政府のコミュニケーションが向上した。ドラフトはほぼ完成しているが、若干の調整が

残っている。議論の整理のためファシリテーターを必要とするが、TWG メンバー自ら

が議論できるようになっている。

フィリピン政府の関連法案、ARMM 自治法（Republic Act 9054）の整合性をレビュー

しつつ、行政規程の策定が進められた。策定を通じて TWG 内に法の統治の重要性を理
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解する人材が育成された。

アウトプット 1-2：人事情報を収集、蓄積、配信するためのデータ管理システムが導入され

る。

終了時評価時点で、人事情報を集め編集し広く提供するためのデータ管理が導入されてい

ると判断できる。

その根拠としては、以下のとおり指標がほぼ達成されていることが挙げられる。

（1）（指標 1-2-1：80％の参加している職員 / オペレーターのうち 8 割が研修を受ける）

TWG メンバーの全員 43 名が、コンピューターの基礎と人事システムの入力と運用の

研修を受けているので、100％が研修を受けたことになる。

（2）（指標 1-2-2：参加機関の 80％が HRIS を導入する）

HRIS 研修に参加したすべての機関〔17 中 17 組織 = ORG、RPDO、ORT、DAR（Department 
of Agricultural Reform）、DSWD、DAF、DENR、DPWH、DepEd、DTI、DOT、DOLE、
DOST、CHED、DOTC、DILG、DOH〕が導入している。なお、選定した機関の数を 17
としたのは、与えられた予算を考慮し、当初研修参加者を 40 名と想定しており、一部

の職員数の多い機関からは 3 ～ 4 名を選定したため、結果的に 17 機関となった。

（3）（指標 1-2-3：研修参加者の研修への満足）

研修参加者による研修評価は 5 点満点中 4.7 と高い。

（4）（指標 1-2-4：研修後の参加者の理解と技能のレベルの改善）

プロジェクトが研修参加者に対して研修成果を測るための筆記式総合テストを実施

し、研修前の平均点は 100 点満点中 40 点であったが、研修後は 75 点に上昇している。

なお、指標中の“Understanding”（研修の目的を達成するために必要となる知識）と“Skill”
（研修の目的を達成するために必要となる実践的な能力）は上記テストでは明確には区

別されていない。

（5）（指標 1-2-5：研修後の参加者の実践レベルの改善）

対象 17 部局のうち 16 部局（94％）が人事情報の入力を終え、更新作業に入っている

ので、実践レベルは高いと判断できる（入力を終えていない部局は DOH）。また、イン

タビューでは、エラーが出たときに独自に対応した、必要な項目をフォーマットに作っ

た等のコメントが得られている。

（6）（指標 1-2-6：データベースと学習教材が開発される）

人事情報システムデータベース（Acess を使って入力された ARMM 自治区政府正規

職員の個人データ）と研修用学習教材が開発されている。

本活動の必要性について、事前調査報告書では、“人事管理の前提となる業務”及び“自
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治区政府の透明性と説明責任の強化への貢献”が挙げられている。その目的については、今

回の調査でシナリンボ官房長官から、“ARMM 自治区政府予算の 7 割を占めている職員の給

与を 6 割に削減するため”という回答があった。行政管理の TWG のチームリーダーのマス

トゥーラ女史からは、人件費削減、研修参加への適任者の選定、その他の意見が出た。

活動概要は以下のとおりである。

1 年次は全 ARMM 自治区政府 33 部局のうち 17 部局を選定し、その部局から TWG メンバー

40 名を選定し、下記の 3 研修を実施した。

①　パソコン操作の基礎研修（2008 年 11 月、5 日間）

②　 人事情報システム研修（2009 年 1 月、5 日間：システムの使い方、同システムの機能

の評価、同システム導入による管理の利便性の評価）

③　 フォロースルー研修（2009 年 2 月、4 日間：人事記録のシステムへの入力、そのデー

タの Excel への変換と PISPOP レポート作成）

研修会場は 3 研修とも第 11 地区のダバオ市にあるアテネオ・デ・ダバオ大学（ADDU）

人文学部コンピューター学科である。

2 年次は、下記の研修を実施した。

④　 人事情報システム研修（2009 年 6 月、5 日間：入力操作、人事記録基本プログラムの

管理、研修参加者の能力審査、組織強化）

⑤　 フォロースルーを 2010 年 7 月と 8 月の 2 回、コタバトで行った（業務遂行が不十分

とみなされた研修参加者へのコンピューター操作追加研修）。

3 年次は、⑥人事情報システムの運営管理アクションプランのモニタリングとレビュー等

を目的としたフォロースルーが ADDU で行われ、また、⑦アプリケーションの新機能の説明、

その技術指導、アクションプランの実施支援等を目的としたワークショップが、21 名の出

席を得て ADDU で 3 日間行われた。

当初の計画では、プロジェクト開始時に ARMM 側で人事情報システム用コンピューター

センター（HRIS センター）を設置する予定であったが、計画より 1 年 9 カ月遅れて 2010 年

2 月に同センターが完成した。ADDU での研修に切り替えたため、同センター建設の遅れ

によるアウトプットへの影響は出ていない。同センター用コンピューター一式（20 セット）

は日本側より供与され、研修、人事情報の入力・更新に使用されている。

アウトプット 2-1：公共事業局職員の技術が改善される。

終了時評価時点で、公共事業局職員の技術的資質が向上しつつあると判断できる。その根

拠としては、以下のとおり指標が達成されていることが挙げられる。

（1） （指標 2-1-1：DPWH のインフラ管理グループの参加者の 80％が“プロジェクト・エ

ンジニア”と同等の水準に上昇する）

同グループ参加者の 15 名全員が国の DPWH が行っているのと同等の研修を受け、15
名全員が研修終了後のポストテストで優秀な成績を収めている。

（2）（指標 2-1-2：研修参加者が研修に満足する）

研修員の満足度は 5 段階で平均 4.7 と高い（研修評価の結果）。
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（3）（指標 2-1-3：参加者のインフラ工事の実施・運営力の理解と技能のレベルの改善）

研修のパート I「インフラ・マネジメント基礎コース」の参加者のインフラ実施・運

営に関する理解とスキルに関しての水準が、研修前と比べて 60％上昇した（研修終了

後のポストテストの結果）。

（4）（指標 2-1-4：参加者のインフラ運営技能の現場における応用が向上し効率的となる）

15 名全員が学んだことを職場で応用し（セメントの質を見分ける等）、うち 4 名は道

路工事の現場監督を新たに始めた。

DPWH は道路、橋、洪水対策等の公共事業の監督・検査・のほか、全体の約半数で工事

を実施している。ARMM 全体では 300 名のエンジニアが存在するが、その業務に必要な研

修を受ける機会はこれまで年間数人と極端に少ない状態が続いていた。また、舗装道路の総

延長は、フィリピンの各州のうち最低レベルにあり、公共事業へのニーズは高い。

活動概要は以下のとおりである。

1 年次は、技術者養成研修（施工管理能力の基礎知識に関する研修）を 3 回（各 5 日間）

実施した。研修科目は、①プロジェクト計画・設計、②データ入力方法、③建設管理、④基

本的な建設手法であり、講義のほか、討論、演習を交えて行った。そのあとフォロースルー

を実施し、そこでは実際の建設現場を視察し、現場で採用されている土木技術の概要を解説

した。

2 年次は、TWG ミーティングを開催し、技術者養成研修及び 3 年次に予定されている

TOT 研修計画案を作成し、技術研修用の標準教科書を改訂した。次に 1 年次に引続き、技

術者養成研修（アドバンス・コース、15 名に対し 5 日間）を 3 回行った。また、フォロー

スルー・コースを 1 回（15 名に対し 5 日間、道路建設用機材の技術仕様、使用方法、維持

管理方法の研修と視察）、及び道路建設機材研修を 1 回（20 名に対し 5 日間）行った。

TWB メンバーが身につけてきた内容は、道路建設関連土木技術や、関連行政法・諸規定・

技術基準、施行管理、環境社会配慮、最終検査、維持管理施行技術等多岐に及ぶ。

3 年次は、TOT 研修（2010 年 10 月）、パイロット局内研修（2010 年 10 ～ 12 月、3 回）が

予定されている。

アウトプット 2-2：ARMM 公共事業局におけるプロジェクト技術者の研修講師養成研修

（TOT）トレーナーが訓練される（政府内）。

終了時評価時点では、TOT 研修が実施中、局内研修は準備中ということだが、中間評価

時点に比べて ARMM 政府 DPWH 内に、プロジェクト・エンジニアを育成するための TOT
トレーナーが育成されてきている。

その根拠としては、下記の指標がプロジェクト終了前に達成される見込みであることによ

る。

（1）（指標 2-2-1：現場の技師用の研修マニュアルと教材が準備される）

研修マニュアルと教材は既に準備ができており、終了時評価中に行われていた TOT
研修で使われていた。研修モジュール、マニュアル作成にあたっては、TWG メンバー
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が積極的に関与している。

（2） （指標 2-2-2：インフラマネジメント・グループの参加者の 80％が TOT 研修で育成さ

れる）

（3） （指標 2-2-3：ARMM の技師 10 名が TOT トレーナーによって実施された研修に参加し、

修了する）

（4） （指標 2-2-4：TOT 研修の参加者が研修に満足する）

（5） （指標 2-2-5：TOT 研修参加者のインフラ工事の実施・運営力の理解と技能のレベルが

改善される）

（6） （指標 2-2-6：TOT 研修参加者のインフラ運営技能の現場における応用が向上し効率的

となる）

上記の指標については TOT 研修の報告をもって判断する必要があるが、プロジェクトの

専門家の判断では指導者としての能力を備えている人材が数名出てきており、指標は達成さ

れると思われる。トレーナーの選定にあたっては、インフラ管理 TWG、プロジェクトプロポー

ザル（FS）TWG から参加者を募り、TOT 研修参加への可否、資質等を考慮して選定された。

しかしながら、TOT 研修のあと予定されているパイロット局内研修は、1 バッチのみなので、

プロジェクト期間内でのトレーナーとしての実践の機会は限定的である。

アウトプット 2-3：（道路、橋、水システムの）建設プロジェクトに関する技術プロポーザル

を関係部局が作成できるようになる。

終了時評価時点で、道路・橋・水システム、病院建設などの建設プロジェクトのための技

術的プロポーザルを書くために適切な諸機関の能力強化ができつつあると判断できる。その

根拠としては、下記の指標がほぼ達成されていることによる。

（1）（指標 2-3-1：FS グループの参加者の 80％が育成される）

DPWH-ARMM から 13 名、RPDO、DOTC から各 1 名の合計 15 名（100％）がプロジェ

クト・プロポーザル（FS）作成の一連の研修に参加した。

（2）（指標 2-3-2：研修の参加者が研修に満足する）

研修参加者の満足度は平均 91％と高い。

（3）（指標 2-3-3：研修参加者の FS 作成の理解と技能のレベルが改善される）

研修前のプレテストと研修後のポストテストを比較し、研修参加者の理解度とスキル

は、47％向上した。
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（4）（指標 2-3-4：参加者が FS の準備において知識と技能を応用できる）

研修を受けた者うち 13 名がそれぞれの仕事場でプロジェクト・プロポーザル（FS）
作成の準備作業にかかわっている。FS の対象は、道路補修、レベル 2 の給水（泉から

村の中央まで）、自治体の病院の増床であり、終了時評価時点でほぼ 9 割ができあがっ

ていて、次回 2010 年 11 月のセミナーで完成予定である。

ARMM Social Fund Project Management Office（PMO）からの聞き取りによると、道路建

設については DPWH-ARMM が担当局（Proponent Agency）になるので、以下の 4 つの案

件で、ARMM 人材育成プロジェクトで研修を受けた DPWH-ARMM 職員が FS、詳細設

計を担当し、成果を収めているとのことである。

①　Access road to Dr. Serapio Montaner Hospital in Malabang
②　Mamasapano-Tukalanipao Road
③　Shariff Aguak-Datu Hofer Road
④　Marawi-Pantar Diversion Road
JICA の協力により実施された ARMM インフラ開発計画策定調査にかかわった

DPWH-ARMM 職員からは、同調査結果は主にコンサルタントにより作成されたが、調

査で作成された FS をより理解できるようになり、知事室、ODA からの問い合わせに即

答できるようになった、また独自にプロジェクト・プロポーザル（FS）を準備してい

るという意見も聞かれた。 FS の内容が多岐にわたることから、各メンバーの FS 作成

能力には差が見受けられる。

活動概要は以下のとおりである。

1 年次は、プロポーザル作成・フィージビリティ・スタディの基礎知識に関する研修を 2
回（各 5 日間）行った。また、フォロースルーでは、3 グループに分けそれぞれコンセプトペー

パーを書いた。

2 年次は、プロポーザル作成・FS 研修を 2 回（15 名に対して 5 日間）及びフォロースルー

（30 名に対して 5 日間）を 1 回行った。本プロジェクトのプロポーザル作成研修の過程では、

TWG が ARMM の開発計画のなかから優先順位の高い案件を選定し、LGU や関係局と調整・

ニーズの再確認を行い、現場踏査のうえ、社会・経済・環境アセスメントを行う等、行政プ

ロセスを実践した。政治的要素が強く反映されてきた ARMM 自治政府のインフラ事業にお

いて、適切な行政プロセスの定着を図ることによる透明性の改善にも貢献しつつある。

3 年次は、プロポーザル作成・FS 研修を 2 回、プロポーザル完成後、州政府、関係部局、

専門家へのプレゼンテーションを行う予定である。

アウトプット 3-1：選定されたハラル製品に対する行動計画が策定される。

終了時評価時点で、“アクションプラン”が下記のとおり作成され、ほぼ達成されている。

ハラル製品促進実施のための枠組みとアクションプランは、以下の 4 項目から構成される。

①　PDM の目標の明確化（ヤギ）（2009 年 1 月の JCC で確認された）

②　PO の改訂（3 年次の活動が改訂された）

③　 年間活動計画（Annual Plan of Operations：APO）の改訂（研修ニーズ調査を基に議論
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され、1 年次の APO が改訂された）

④　1 年次の“ビジネス・サポート”の詳細が議論された。

①に関して、経済開発の目標がヤギに決定された経緯は以下のとおりである。

プロジェクトは、フィリピン人 2 名のコンサルタント（Emma Barbara E Remitio、Cleofe 
Dailisan Ambulo）に依頼し、“経済開発の基礎調査報告”を作成した（2008 年 6 月）。

その報告書中の、ARMM5 州それぞれの 5 位までの優先産業は下表のとおりである。

Magindanao Lanao Sur Basilan Sulu Tawi-Tawi

1 位 ココナッツ キャッサバ ゴム ドリアン、

マンゴスチン、

ランソネス

貿易基地

2 位 畜産 ココナッツ ココナッツ ココナッツ キャッサバ

3 位 コメ / コーン パーム油 キャッサバ 海草 海草

4 位 水産 水産 水産 貿易基地 水産

5 位 土産、

おもちゃ、

家庭用品

土産、

おもちゃ、

家庭用品

バナナ アバカ 環境観光事業

次に上記の産業（産品）及び下表の 4 つの基準に基づいて点数化した。

① ハラル認証への可能性が高いこと

② マーケットの需要と成長の可能性

③ その産業へかかわる人の多さ

④ その産業の競争力

点数化した結果、上位 9 位までの産業（産品）は以下のとおりである。

1 位 畜産（ウシ、ヤギ）

2 位 海草

3 位 水産物

4 位 ココナッツ

5 位 ゴム

6 位 コメとトウモロコシ

7 位 キャッサバ

8 位 小麦をベースにした食品（パン、パストリー、ケーキ）

9 位 マンゴ

この結果を 2009 年 1 月の JCC に諮問し、対象産品をヤギと決定した。

アウトプット 3-2：ARMM と州 / 地区事務所で、職員が選定されたハラル製品に関するビジ

ネス支援情報サービスを提供できるようになる。

終了時評価時点で、ARMM/ 州事務所において選定ハラル製品のビジネス支援情報サービ
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スを提供するために職員が能力強化されつつあると判断できる。

その根拠としては、下記の指標がほぼ達成されていることによる。

（1）（指標 3-2-1：経済開発 TWG メンバーの 80％がビジネス・サポート研修を受ける）

95％（22 名中 21 名）が研修を受けた（ビジネス・サポート研修、第 1 回及び第 2 回フォ

ロースルーの合計 3 回の研修の平均値）。

（2）（指標 3-2-2：研修の参加者が研修に満足する）

目標達成観点からの満足度（5 段階評価、最高が 5）において 4.9 と高い点をつけている。

（3）（指標 3-2-3：研修後研修参加者の理解と技能のレベルが改善される）

プロジェクトが研修参加者に対して研修成果を測るための筆記式総合テストを実施

し、研修前の平均点は 17％であったが、研修後は 45％に上昇している。

（4）（指標 3-2-4：研修後研修参加者の実践レベルが改善される）

研修の平均点は以下のとおりである。実習：プロジェクト開始時（0.33/1）/ 研修後

（0.85/1）、教授：プロジェクト開始時（1.64/3）/ 研修後（2.36/3）
また、日本人専門家は、参加者の上達を認めている。改善された具体的な例は以下の

とおりである。

①　 TWG メンバーはヤギ生産技術とビジネスとしてのノウハウを習得し、TOT 研修

のリソースパーソンとしてこれまで同様将来にわたって、TOT 研修を教育指導で

きる能力を身につけた。TOT 研修受講者は、農民向け研修のリソースパーソンと

なり、直接ヤギの生産（増産も含む）に寄与することになった。

②　 TWG メンバーは、ARMM 経済開発の基幹であるハラル産業振興に直接寄与する

技術とノウハウ（ヤギ生産及びそのビジネス）を身につけ、ハラル産業振興を自

ら実施するようになった。

③　 TWG メンバーは、この研修を通じて、地域経済開発の主役である民間の経済活

動を支援することが政府としての役割であることを具体的な例を通して理解し

た。

（5）（指標 3-2-5：TOT トレーナーとして 3 名の職員が養成される）

自己評価では、研修を受けた者 19 名のうち 12 名（62％）が TOT トレーナーとして

自信があると回答している。また、その研修を受けた者は農家研修で講師を務めること

が期待されている（一部の TOT トレーナーは 2010 年 9 月の農家研修で講師を務めた）。

（6）（指標 3-2-6：TWG メンバー以外の 20 名が TOT トレーナーから試行研修を受講する）

19 名が普及要員として研修を受け、2010 年 9 月の農家向け研修で講師を務めた。

TOT 研修受講者のうち、民間のヤギ生産農家 3 名は具体的な実践の例として次の報

告をしている。

①　 病気を早期に発見し抗生物質を投与したため、死亡数を大幅に削減することがで
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きた。

②　 所有するヤギ農場の近辺に適切な牧草を確認し、低費用でヤギを肥育できるよう

になった。

③　 新規投資として（簡単な）柵を設け、放牧地のローテーションを確立するなどし

て、計画的な生産をするようになった。

④　 ヤギ生産をビジネスと考えるようになって、個体数を増やすことや品質（ヤギの

種類）改善を実践し、また市場価格の高い時期に販売するようになった。

⑤　マーケティングの意義を初めて知り、いわゆる販売活動を始めるようになった。

⑥　各種補助の存在を知り、積極的に利用しようとする意識が生じた。

⑦　近隣の零細ヤギ農家からの依頼に応じて、ヤギ生産技術の基本を指導している。

（7）（指標 3-2-7：ビジネス・サポート職員のためのガイドが開発される）

TOT のための教材は開発されている。教材はミニッツの ANNEX14 の Economic 
Development の番号 3、4、5、6、7、10 の 6 種が開発されている。

活動概要は以下のとおりである。

1年次にはDTI所属の職員を中心に約 20名の経済開発TWGメンバーを策定し、「ビジネス・

サポート」研修を 2 回（各 5 日間）、講義と演習の形式で行った。内容は、ビジネスプラン（簡

単な財務諸表）の作成方法、財務管理、ビジネスプランの審査・改善指導である。また、フォ

ロースルーでは現場調査（農家、金融機関）、小規模農家に対する金融制度の理解やモデル

農家向けのビジネスプランの作成演習である。

2 年次には「プロモーション / パブリックリレーション・マーケティングに関する研修」

を ADDU にて 5 日間行った。更に「TOT 教材作成ワークショップ」を行い、TWG メンバー

が指導に使う教材をまとめるもので、「ヤギ飼育技術」「ビジネスプラン作成方法」「ハラル

認証」「ビジネス・プロモーション / パブリックリレーション / マーケティング（ヤギ販売促

進活動）の基礎」の教材を作成した。同時に TOT 研修の計画を作成した。

3 年次には、TOT 研修を行った。その目的は ARMM 行政官のビジネス・マネジメント分

野の実践的な行政能力を向上させることと、ヤギ農家に直接指導する普及員を養成すること

である。同研修は、5 日間の日程で、科目はビジネスプラン・その演習（ビジネスプラン・

週報月報の記録・マーケティング）・ハラル認証である。参加者は 40 名で、ARMM 政府（DTI、
DOST、DAF、DAR、PNP、CDA）、大学の講師、LGU 職員、農民が含まれている。

上記の研修で視察を実施し、①選定したヤギモデル農家への現状のモニタリングと技術指

導、②マニラ及び先進的ヤギ生産農家視察、③ダバオ近郊の食品加工関連の食品検査現場及

び日系の食品加工工場の視察、④本邦研修が含まれている。

アウトプット 3-3：職員が選定されたハラル製品に関する生産・加工・品質管理技術アドバ

イスを提供できるようになる。

終了時評価時点で、選定ハラル製品（ヤギ）の生産・加工・品質管理支援情報サービスを

提供するために職員が能力強化されつつあると判断できる。
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その根拠としては、下記の指標がほぼ達成されていることによる。

（1）（指標 3-3-1：経済開発 TWG メンバーの 80％が生産・加工・品質管理研修を受ける）

90％（22 名中 20 名）が研修を受けた（ハラル認証ワークショップ、生産・加工・品

質管理の研修の平均値）。

（2）（指標 3-3-2：研修の参加者が研修に満足する）

目標達成観点からの満足度（5 段階評価、最高が 5）において 4.5 であり、研修の質

の評価の観点からの満足度は 4.4 である。

（3）（指標 3-3-3：研修後研修参加者の理解と技能のレベルが改善される）

プロジェクトが研修参加者に対して研修成果を測るための筆記式総合テストを実施

し、研修前の平均点は 22％であったが、研修後は 59％に上昇している。

（4）（指標 3-3-4：研修後研修参加者の実践レベルが改善される）

研修の平均点は以下のとおりである。

教授：プロジェクト開始時（1.59/3）/ 研修後（2.41/3）。また、プロジェクトの専門家

及び講師〔南部ミンダナオ大学（University of Southern Mindanao：USM）は、参加者の

上達を認めている。具体的な実践の例は指標 3-2-4 を参照のこと。

（5）（指標 3-3-5：TOT トレーナーとして 3 名の職員が養成される）

自己評価では、研修を受けた者 19 名のうち 12 名（62％）が TOT トレーナーとして

自信があると回答している。その要員は農家研修で講師を務めることが期待されてい

る。

一部の TOT トレーナーは 2010 年 9 月の農家研修で講師を務めている。具体的な実践

の例は指標 3-2-6 参照のこと。

（6）（指標 3-3-6：TWG メンバー以外の 20 名が TOT トレーナーから試行研修を受講する）

自己評価では、研修を受けた者 20 名のうち 12 名（60％）が TOT トレーナーとして

自信があると回答している。また、プロジェクトの専門家は、研修員は TOT トレーナー

として十分育成されたと判断している。

（7）（指標 3-3-7：学習教材及び / または普及教材が開発される）

教材は開発されている。教材はミニッツのANNEX14のEconomic Developmentの番号 1、
2、8、9 の 4 種が開発されている。

活動概要は以下のとおりである。

1 年次には DTI 所属の職員を中心に TWG メンバー約 20 名を策定し（3-2 と同メンバー）、

「ヤギ生産研修」を 2 回（各 5 日間）、講義と演習の形式で行った。内容は、小規模地区産業

としてのヤギ生産技術、ヤギ農家訪問と事例研究、ヤギ生産計画とその事例研究である。
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2 年次には「フォロースルー」を 5 回行い、定期的に農家を訪問して農家の経営診断等を行っ

た。また、「ハラル認証に関する研修」を TWG グループに対して 5 日間実施した。

3 年次には、TOT 研修を実施した（2010 年 5 ～ 6 月）。TWG メンバーが講師となって 20
名の参加者に対して、ダバオ市にて 5 日間ヤギ生産に係る講義・ディスカッションを行った。

次にそこで育成された講師が 9 月に USM で農家 35 名に対しヤギ生産に係る 4 日間の研修を

行った。

アウトプット 3-4：選定されたハラル製品のためのプロモーション・マーケティングツール

が開発される。

終了時評価時点で、選定ハラル製品（ヤギ）の生産・加工・品質管理支援情報サービスを

提供するために職員が能力強化されつつあると判断できる。

その根拠としては、下記の指標がほぼ達成されていることによる。

（1） （指標 3-4-1：経済開発 TWG メンバーの 80％がハラル製品普及とマーケティング研修

を受ける）

86％（22 名中 19 名）が研修を受けた。

（2）（指標 3-4-2：研修の参加者が研修に満足する）

目標達成観点からの満足度（5 段階評価、最高が 5）において平均が 4.4 である。

（3）（指標 3-4-3：研修後研修参加者の理解と技能のレベルが改善される）

プロジェクトが研修参加者に対して研修成果を測るための筆記式総合テストを実施

し、研修前の平均点は 54％であったが、研修後は 69％に上昇している。

（4）（指標 3-4-4：研修後研修参加者の実践レベルが改善される）

講師は、十分ではないがある程度改善されているとコメントしている。モデル農家（現

在 6 戸）のなかには、普及教材（ポスター）を TWG メンバーの指導の下に作成した農

家もいる。

具体的な実践レベルの例は指標 3-2-4 を参照のこと。

（5）（指標 3-4-5：TOT トレーナーとして 3 名の職員が養成される）

自己評価では、研修を受けた者 19 名のうち 13 名（68％）が TOT トレーナーとして

自信があると回答している。なお、日本人専門家は、更に研修が必要であるとコメント

している。

（6）（指標 3-4-6：TWG メンバー以外の 20 名が TOT トレーナーから試行研修を受講する）

19 名が普及要員として研修を受けている。その要員は農家研修で講師を務めること

が期待されている。
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（7）（指標 3-4-7：普及教材が開発される）

マーケティングのガイドとなるポスターと教材が完成している。指標 3-2-7 を参照の

こと。

（8）（指標 3-4-8：実験的マーケティング活動が行われる）

モデル農家のなかにはヤギ販売のポスターを作って、広告として張り出しているとこ

ろもある。上記に係る研修等はアウトプット 3-2 に含まれている。

３－２　プロジェクト目標の達成度

プロジェクト目標：ARMM 自治政府の行政管理、インフラ開発、経済開発分野の中堅職員の能

力が育成される。

終了時評価の結果として、行政管理・インフラ開発・経済開発分野のすべての成果の知識、技

能、態度に関して ARMM 政府の中堅職員の能力が育成されつつあり、すべてのプロジェクト目

標の指標はプロジェクト終了までに達成されると判断できる。各分野の技術的な能力の向上に加

え、TOT 研修の企画、実施、評価に積極的に携わるなど、言動に行政官としての責任感の表れ等、

好ましい態様変容が観察されている。他方、当初のプロジェクト目標は、個人の能力開発に焦点

を置いているため、プロジェクトの成果を持続するための、組織的な持続性を強化する措置は十

分にとられていない。

* 本調査で「持続性」は“わが国の協力が終了したあとも、プロジェクト実施による便益が持

続されるかどうかを、検討する評価項目”として調査が行われ、組織・政策・財政・技術面から

検討された。

以下に、行政管理、インフラ開発、経済開発の各分野の PDM 上の指標ごとに状況を示す。

指　　標

（プロジェクト終了の 2011 年 3 月までに、以下の項目が達成される）

行政管理

1-1  行政規程及び施行細則の草稿

1-2  参加している局の 75％ が人事情報システムのアップデートを開始している。

1-3  3 名の職員（オペレーター）が人事情報システムの運用について指導することができる。

インフラ開発

2-1  局内技術研修のための TOT 指導者が 3 名育成される。

2-2  公共事業局のなかで、局内技術研修が導入される。

2-3  3 つのプロジェクト・プロポーザルが完成し提出される。

経済開発

3-1  ビジネス支援デスクが開設され運営される。

3-2  関係局機関や州事務所及び地方自治体によるハラル製品生産の技術支援供与が開始される。

以下に、分野別・指標別に現段階の状況を示す。

（1）行政管理

1-1  「行政規程及び施行細則の草稿」の進捗状況については、TWG により行政規程草稿が知

事に既に提出され、知事からのコメントを受け修正後、TWG よりアドバイザリー・カ
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ウンシルに行政規程の最新版が既に提出された。行政規程施行細則の策定が開始され、

TWG で現在議論が活発に行われている。

1-2  人事情報管理システム（HRIS）については、初期入力を終え更新に着手しているのは

16 機関（17 中 16 組織 =94％）である。まだ初期入力を終えていないのは DOH である。

そのうえ、対象 17 局以外の 5 局からの参加希望が出ている。

  注：今般の調査時においても中間評価同様 PDM 上に示される「アップデート」の具体

的内容が、研修時に初期入力された人事情報を「更新する」ことを意味することが再度

確認された。

1-3  各局に少なくとも 1 名、他職員に教えることができるレベルの能力を身につけたメン

バーが育成された。つまり合計で 17 名の者がいることになる。このことは ADDU の講

師からも、その程度に育ってきているとのコメントが得られている。

（2）インフラ開発

2-1  2010 年 10 月に TOT 研修が行われており、15 名の TOT トレーナーが育成される見込み

である。

2-2  2010 年 10 月から 12 月にかけて局内研修が計画されている。

2-3  プロジェクト・プロポーザルは次回 2010 年 10 月のワークショップでドラフトが完成

する。そしてそれは 12 月末までに提案機関に提出される。そこで再検討されたのち、

RPDO に提出される。

（3）経済開発

3-1  及び 3-2　優先産業（産品）にヤギが選定されたのち、プロジェクトは、TOT 研修とい

う形で技術及びビジネスの双方の課題を指導できる“普及スタッフ”の育成に取り組ん

できた。当初のビジネス・サポート（デスク）と（ハラル）製品の技術的サポートは、

事務所固定したものから、移動可能な普及員へと変えている。しかしながら、それぞれ

の局では、例えば DTI の主要な州事務所では、USM などの機関の技術支援を得てその

普及スタッフを支援する活動を計画している。

３－３　実施プロセスにおける特記事項

（1）TWG 設立とメンバーの選定

TWG メンバーの選定にあたっては、プロジェクトは TWG ヘッド・サブヘッドとともに、

職員の職務内容、資格、参加への意思を基に慎重に行った。研修内容は TWG メンバーのニー

ズに合致しており、各 TWG メンバーはワークショップや研修参加に非常に熱心に参加して

いる。これらは、研修への出席率の高さからも判断できる。すべての TWG メンバーは、交

代した 2 名のインフラのメンバーを除いて、TWG メンバーとして残っており、重要な役割

を担っている。

物事が地縁・血縁、政治的影響で決められることの多いなか、重要事項は調査結果等を基

に、TWG で議論し決定された。プロジェクト活動の中立性、公平性を示すことで、プロジェ

クト活動の円滑な実施につながったと考えられる。
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（2）関連組織間の連携・調整

行政規程 TWG、人事情報 TWG、経済開発 TWG の活動を通じ、局を超えた協働活動は促

進された。特に、経済 TWG については、ARMM での農業を中心とした経済開発には DTI
と BFAR の連携が欠かせない。プロジェクト開始当初は BFAR の積極的な協力があまり得ら

れなかったが、徐々に積極的に関与が見られるようになってきている。

しかしながら局を超えた業務連絡や調整については、ARMM 政府の組織的対応が即時に

得られないことが多く、いまだプロジェクト側の支援を必要とする場合が多い。

（3）平和と秩序の状況

マギンダナオ大虐殺事件のあと、非常事態宣言がコタバト市、マギンダナオ州、スルタン

クダラット州に出され、日本人専門家がコタバト市に出張できない時期があった。しかしな

がらプロジェクトは、メールや電話を使ってカウンターパートや TWG メンバーと連絡をと

ることにより困難を克服できた。

（4）FS サイトの変更

2009 年 11 月のマギンダナオ大虐殺事件の直後、平和と秩序の状況の悪化は、FS グループ

のプロポーザル準備にも影響した。

FS グループは 3 グループに分けられ、それぞれのグループは、“ARMM 地区行政と立法

機関の政策 2009-2011”（略称 ARELA）から優先されたプロジェクトを選択した。選択され

たプロジェクトは、シャリフアガック地区の病院改修と給水及びダトゥピアン地区の道路で

ある。事件の直後、治安状況の悪化のため、現場踏査のうえ、社会・経済・環境アセスメン

トを行う等の作業が困難となり、グループは、サイト地の変更を余儀なくされ、ARELA か

ら新しいプロジェクトを選ぶというプロセスを再び始めた。このことは主要な阻害要因では

あるが、① LGU と RPDO に必要性と優先度を再確認すること、② FS の設計を適合させる

ということ、を通してこれまで以上に学ぶことができた。

（5）政権の交代

2010 年 2 月、新政権が発足し、代理知事、官房長官、長官が就任した。プロジェクトダ

イレクターである官房長官の指示により、TWG メンバーはそのまま残され、プロジェクト

への影響は最小限に抑えられた。しかし、一部の部局で、新しく就任した局長の理解が得ら

れず、プロジェクト活動に参加できないという事態が起きたり、不調和が生じた。また主要

部局の局長の交代は、本来 ARMM 自治区政府側で進められるべき、持続的な体制づくりに

影響を及ぼした。

（6）実施プロセスを重視した人材育成

プロジェクトの目標は中堅職員の人材育成であるが、特にインフラ開発分野や経済開発分

野では、プロジェクトは意識して、一連の業務を経験することにより行政官としての認識が

向上するように、プロセスを重視した研修が組まれた。インフラ分野では、FS サイトの選

定後、データ収集、社会環境アセスメントの過程で、関連機関、自治体との協議を繰り返し

た。経済分野の活動では、ヤギ農家の研修を行う等、最終被益者（エンドユーザー）へプロ
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ジェクトの成果が届くように図られた。プロジェクトダイレクターであるシナリンボ官房長

官からは、職員の研修のみにとどまらず、プロジェクト活動を通じて、行政サービスの向上

を印象づけ、最終裨益者への貢献、地方自治体、地域住民に ARMM 自治区政府のプレゼン

スを高められた点について評価する旨コメントがあった。

行政管理分野では、フィリピン政府の関連法案、ARMM 自治法（Republic Act 9054）の整

合性をレビューしつつ、行政規程の策定が進められ、策定を通じて TWG 内に法の統治の重

要性を理解する人材が育成された。施行細則は主要部局の所掌を規定するものであり、各部

局の施行細則を TWG メンバーが自ら起草することにより、各部局の権限、業務の範囲につ

いて、認識することができた。

３－４　紛争影響地域での事業実施における特記事項

（1）治安状況

和平プロセス担当顧問室（OPAPP）の定義による紛争影響地域の大部分は ARMM が占め、

対 MILF の和平交渉の進捗によって、情勢不安となるため、治安状況は大きく影響を受ける。

また ARMM ではマギンダナオ大虐殺事件からも、選挙にからむ政治的事件が多い。さらに、

土地所有権をめぐる争い等、氏族同士の紛争（Rido）も絶えない。ARMM 自治区政府庁舎

が存在するコタバト市内も爆弾事件が絶えず、不安定な地域である。治安が不安定なため、

本プロジェクトでは、研修をダバオで実施する、ローカルリソースを活用する等の対策をとっ

て実施されている。

（2）ARMM 自治政府の制約

ARMM 自治政府は、1996 年のフィリピン政府と MNLF との和平合意により設立されたが、

長期にわたる武力紛争の影響で、最も社会経済発展が立ち遅れている。MNLF から分派した

モロ = イスラム解放戦線（MILF）と政府との和平交渉の遅れ、各種インフラの未整備等が

指摘されているが、とりわけ和平合意に基づき、憲法上特別に認められた「自治」の下、権

限を委譲された ARMM 政府の行政能力不足が障害となっている。具体的には、長年の紛争

による行政の機能不全、元 MNLF 幹部・兵士を含む新規雇用職員に対する十分な研修が行

われていないこと、ARMM の具体的な行政権限の委譲及びそれに伴う制度整備が遅れてい

ることが原因として挙げられている。また政権交代のたびに、血縁氏族政治の影響を受け、

幹部が交代することも、行政機能を不安定にしている要因として挙げられる。また、長年の

行政の機能不全から、行政官としての任務や役割について自覚に欠けている職員も大勢存在

する。

政府と MNLF の和平合意内容が完全に実施されていないとして、政府と MNLF との間で

現在も和平合意内容のレビューが行われている。中央政府から ARMM 自治政府への権限委

譲が遅れており、ARMM 自治法の改正の議論も進められている。また同時に、保健、農業等、

ARMM 自治政府から地方自治体への権限委譲も進んでいない。

またミンダナオ本島の ARMM 地域から、島嶼部 3 州へのアクセスが悪く、効率的に地方

事務所を含めた行政官への研修が行えない点等、地理的な制約もある。
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（3）ARMM 地域安定への貢献

上述のように、本プロジェクトは、治安情況、ARMM 自治政府が抱える制約を踏まえ、

行政官の能力向上を目的として実施されている。しかしながら、行政官への研修が主な活動

内容となっているが、ARMM 地域の安定をめざした案件ともいえる。その理由として、以

下が挙げられる。

活動の一環として、ARMM 自治政府の最も重要で基礎となる法律、行政規程の策定に取

り組む等、ガバナンス強化に真っ向から取り組んでいる。地方自治体、最終裨益者を意識

した活動の実施により、行政サービスの改善のアピール、信頼醸成にもつながっている。

MILF と政府の和平交渉においても、紛争影響地域を多く抱える ARMM において、紛争の

再発につながらないように開発を進めることは重要であり、ARMM 自治政府のサービスデ

リバリー改善のための行政能力の強化は重要である。また将来的に、MILF と政府との和平

合意がなされ、新しい政体が形成されたとしても、既存の ARMM 自治政府職員は、行政官

として重要な役割を果たしていくと考えられるため、彼らの能力強化は、ARMM 地域の安

定への貢献のため必須である。
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第４章　評価結果

４－１　5 項目ごとの評価

４－１－１　妥当性

妥当性とは、プロジェクト目標及び上位目標が評価時点においても目標として意義を有する

か否かをみる評価項目である。プロジェクトの妥当性は以下の理由から、高いと判断される。

事前評価時及び中間評価時に確認された妥当性判断根拠につき変更がないことが、今般調査

でも再確認されている
1
。すなわち、第一に、「ミンダナオの和平と開発」はフィリピン政府中

期開発計画の重点課題の 1 つであり、ARMM 自治政府の行政能力不足は当該課題解決の障害

と認識されている。2010 年 7 月に成立したアキノ政権においてもミンダナオの基本的な住民

サービスの発展、経済の再構築、治安部門の改革と統治方式の和平の進行と発展の重要性を強

調している。第二に、日本政府は、国別援助計画の優先課題の 1 つとして「ミンダナオの平和

と安定への支援」を掲げている。なかでも ARMM 自治政府の行政強化を優先課題としている。

第三に、ARMM 政府は、長年にわたる紛争の結果、組織としても個人としても十分な教育訓

練や実務経験を積む機会がなく、組織全体として著しい能力不足がみられる。幹部職員は政治

任命のため短期（3 年単位）で交代する可能性が高い一方、中堅職員は常勤で長期の勤務経験

があり、ARMM 政府の行政能力向上には中核となる集団であり、本プロジェクトのターゲット・

グループである中堅職員のニーズが引き続き明白である。

それゆえプロジェクトの目標と上位目標は、フィリピン開発政策、日本の ODA の政策とター

ゲットのニーズに合致する。

４－１－２　有効性

プロジェクト目標の達成によりターゲット・グループにどれだけの利益がもたらされたか、

また、その達成がアウトプットの結果として成し遂げられたものか否かを確認することがプロ

ジェクトの有効性をみることであるが、第一義的には、プロジェクト目標がどの程度達成され

たのか、あるいは、される見込みなのか、また、アウトプットがプロジェクト目標の達成に貢

献したか否かをみることが有効性を確認することにほかならない。本プロジェクトの有効性は

以下の理由から高いといえる。

（1）プロジェクト目標達成度

プロジェクト目標達成度については、既に述べた（「第３章３－２　プロジェクト目標

の達成度」参照）とおりであるが、終了時評価の行われた時点において、終了（2011 年 3
月）までにプロジェクト目標の達成見込みは高いといえる。

（2）プロジェクト目標達成に貢献したアウトプット

すべてのアウトプットは、プロジェクト目標の指標の達成に貢献している。すなわち、

それぞれのアウトプットが発現しており、その結果、プロジェクト目標も達成される見込

1
　 中間評価実施中の 2009 年 11 月 23 日にマギンダナオ州知事選挙に関連した虐殺事件が発生し、2010 年 2 月にアジョン副知事が

知事代行として就任し、2011 年 8 月には知事選挙が予定されている。このような政治情勢の変化は外部条件となるが、今後の政

策的方針の転換については引き続き注視する必要がある。
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みである。

（3）プロジェクト目標達成の促進要因と阻害要因

プロジェクト目標達成に対する大きな阻害要因は特段認められない。2009 年 11 月のマ

ギンダナオ大虐殺事件の発生により、FS のサイトの変更、モデル農家の変更、という活

動レベルでの影響があったが、第３章３－３節の実施プロセスで述べたとおり、プロジェ

クトは困難を克服し、プロジェクト目標の達成を阻害する致命的な要因はなかった。しか

し、政権交代は、それぞれの成果について、ARMM 自治政府として持続的な活動にする

ための体制づくりが進まなかったという面において影響を及ぼした。

1）　促進要因

TWG メンバーの適切な選定、カスケード方式、プロセスを重視した能力強化、最

終裨益者を考慮した研修及び活動の実施、また研修後に実施されたフォロースルー活

動等の導入等、工夫をこらした取り組みは、個人及び TWG としての能力向上に貢献

したといえる。

2）　阻害要因

2009 年 11 月に勃発したマギンダナオ大虐殺事件後は、緊急事態宣言が発せられ、

治安状況も悪化したため日本人専門家がコタバトに渡航できず、また政権が交代する

こととなり、通常であれば、外部条件にかかわることであるが、新政権がプロジェク

トの活動や成果に理解を示し、TWG メンバーを交代させないようにとの指令が出た

ため、成果レベルやプロジェクトレベルに支障を来す阻害要因にはならず影響は最小

限に食い止められた。しかしながら活動レベルでの影響や、長官や要職の交代により

局によっては不調和が生じ、持続的な体制づくりには影響を及ぼした。

４－１－３　効率性

効率性とは、プロジェクト実施過程における生産性のことであり、投入が成果
2
にどれだけ

効率的に転換されたかを検討する。本調査にあたり、各アウトプットの達成度及びそれらに対

する投入の手段、方法、時間 / 期間、費用の適切度、また、その投入に対して現れ始めている

成果を検討した結果、プロジェクトの効率性は高いと判断される。“無駄”と思われる投入は

なかった。専門家やカウンターパートの割り当てや研修の実施といった日比双方の投入の大部

分のタイミングは適切であった。

唯一、HRIS センターの施設の完成が遅れ（1 年 9 カ月）、円滑な関連活動の実施に影響があっ

た。しかしながら、施設は既に完成し（2010 年 2 月）、HRIS の TWG メンバーとオペレーター

の積極的な参加により HRIS の活動が行われている。それゆえ、コンピューター室関連の活動

は円滑に行われている。

優秀なローカルリソースの投入は、コストを抑えるばかりでなく、ビサヤ語、タガログ語で

2
　 正確には、Output と Outcome を成果とするが、Outcome の発現には時間を要することから、現実には、Output を中心としてみる

こととなる。



－ 28 －

の技術移転は、研修参加の理解促進に貢献したと考えられる。ARMM 内で、ほかに業務実施

による技術協力は行われていないので比較できないが、日本人専門家は、技術移転のみならず、

潤滑油的な役割を果たしており、必要な投入であったと考えられる。

４－１－４　インパクト

インパクトとは、プロジェクトが実施されたことにより生じる直接的、間接的な正負の効果

のことである。本調査では、計画時に意図された効果及び予想されなかった効果を検討した結

果、いくつかのプラスの効果が得られ、また発展しつつあることが確認され、プロジェクトの

正のインパクトは存在する。

（1）上位目標

プロジェクトの上位目標は ｢ARMM 自治政府の行政能力が向上し、ARMM の経済開発

が促進される ｣ である。プロジェクト終了から 3 年後に以下に示す指標が達成されること

が意図される。各指標別の達成見込みについての評価結果の詳細は以下のとおりである。

指　標 達成見込み

行政管理

「行政規程及び施行細則

の承認・実施」

行政規程草稿は知事に既に提出され、施行細則草稿はプ

ロジェクト終了前に完成する。行政規程の立法化は政治的

な決定によっており（議会の承認）、技術や運営の問題では

ない。ARMM 政府の中堅技術者は、承認に必要な支援を既

にすべて行っているが、議会の承認がいつ得られるかを予

測するのは難しい。行政規程が議会で承認されれば、施行

細則は知事の承認のみで施行される。

なお、行政規程が議会で承認されたあとについては、各

地方支部への告知の徹底、及び施行細則の下に位置づけら

れる agency’s manual of operation の作成、行政規程の変更に

よる施行細則の改訂、年 1 回の見直し等の作業が見込まれる。

HRIS
「人的資源管理のための

人事情報システム活用」

ARMM 自治政府の自助努力により、現在のすべての活動

が継続できれば、上位目標は達成できる。しかしながら、

“Utilization”活用方法についての共通認識が形成されていな

い。

インフラ・マネジメント

「ARG（RIP/PIP）により

実施されるプロジェクト

の改善」

もし ARMM 自治区政府の自助努力により、現在のすべての

活動が継続できれば、上位目標は達成できる。しかしながら、

“Improvement”を認定するために運営の実現可能な方法論と

詳細な指標をつけた公共事業の比較が必要である。事業へ

の予算配分、RIP/PIP に沿った事業選択が前提となる。

プロジェクトプロポーザ

ル（FS）
 「ARG により実施される

フィージビリティー調査

数の増加」

もし ARMM 自治政府の自助努力により、現在のすべての活

動が継続できれば、上位目標は達成できる。今後は、研修

予算策定、研修講師選定等の必要な活動を ARMM 自治政府

自身が主導していく必要がある。
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経済開発

（1）「認定ハラル製品の

増加」

（2）「ミンダナオ自治区

内における対象商品の総

売上上昇」

（3）「家畜など対象商品

を生産する小規模・零細

農家がビジネスをより効

果的に運営できるように

なる」

（1）は、ハラル認証の制度が整うのが前提となるため、認

定ハラル製品の増加を予測するのは早すぎる。

（2）は、プロジェクトは研修プログラムを始めたばかりで

あり、アグリビジネスに到達した農家はまだないので、ヤ

ギの総売上増加を予測するのは早すぎる。

（3）は、もし ARMM 自治政府の自助努力により、現在のす

べての活動が継続できれば、効果的なヤギ経営ができるで

あろう。

ARG：ARMM 地域政府（Autonomous Regional Goverment）
RIP：地域インフラ計画

PIP：国家インフラ計画

（2）正のインパクト

1）　関係部局間の協働

IRR は主要部局の所掌を規定するものであり、各部局による起草と部局間の調整作業

を通じて、ARMM 政府のコミュニケーションが向上し、それぞれの部局の権限、業務

の範囲が認識された。

2）　地方部局との関係強化

インフラ開発分野、経済開発分野では、地方部局の職員も TWG メンバーとして一部

参加しており、一部の部局においては、地域部局職員と地方部局職員とのコミュニケー

ションが向上した。地域部局職員にとっては、地方部局の声を拾ういい機会となってい

る。インフラ分野においては、今後、地方技術者向けの研修を行っているので、一層の

関係強化が見込まれる。

3）　ORG の存在意義の向上

以前は、ORG の役割が明確でなく、リーダーシップがとれていなかったが、行政規

程、施行細則策定、人事情報システムを ORG が中心となって取りまとめたことにより、

ORG の存在感が高まった。

4）　行政プロセスの改善

行政規程、施行細則の策定により、行政プロセスを明確化するだけでなく、FS 作成

研修の過程では、TWG が ARMM の開発計画のなかから優先順位の高い案件を選定し、

LGU や関係局庁と調整・ニーズの再確認を行い、現場踏査のうえ、社会・経済・環境

アセスメントを行う等、行政プロセスを実践した。政治的要素が強く反映されてきた

ARMM 自治政府のインフラ事業において、適切な行政プロセスの定着を図ることによ

る透明性の改善にも貢献しつつある。
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5）　信頼醸成

中堅職員への研修にとどまらず、最終受益者を意識したプロジェクト活動内容は、行

政サービスの向上の一環として、ARMM 自治政府の存在意義を高め、地方自治体・住

民との信頼醸成の一環となっている。

6）　知識・技術の普及

経済開発 TWG、TOT メンバーは、研修で培った知識と技術を近所のヤギ農家と共有

している。同様にモデル農家もまた培った技術と知識をもってヤギ生産を拡大してい

る。

7）　ミンダナオ他地域との関係強化

インフラ分野では、ミンダナオ第 11 地域の公共事業局職員にリソースパーソンを依

頼したり、研修の一環で、ラボや建設現場を見学させてもらっている。ARMM 職員自

らの技術、行政レベルを認識するいい機会となっただけでなく、引き続き支援や助言を

求められる関係となった。

なお、負のインパクトについては特に観察されなかった。しかしながら、インフラ開発

分野等、研修の対象が地方部局に移るにあたり、参加者数で地域間の格差がでないように、

研修参加者のバランスを熟考する必要がある。具体的には、バシラン、スールー、タウィ

タゥイといった島嶼部への配慮である。

４－１－５　持続性

持続性とは、わが国の協力が終了したあとも、ORG、DTI、DPWH といった関係機関がプロジェ

クト終了後も正の効果を保持し続けられるかどうかを検討する評価項目である。

持続性は、次の観点から分析された。つまり①組織と政策面、②財政面、③技術面である。

評価の結果、持続性は中程度であると判断する。評価の根拠と持続性に必要な条件は次のと

おりである。

（1）組織的・政策的持続性

本プロジェクト TWG のメンバーは、関連局の幹部を含めた中堅職員から構成されてお

り、今後もそれぞれの組織のなかで重要な役割を果たしていく人材である。すなわち、一

個別プロジェクトのワーキンググループという意味での本プロジェクト TWG が解散され

たとしても、それぞれのメンバーは、ARMM 政府の人材開発活動の継続のために組織の

なかで研修制度を構築することができる。

1）　行政規程及び施行細則

行政規程及び施行細則は ARMM 政府にとって法的な基礎として必須である。承認

された行政規程を実行に移すためにも IRR を承認する行政上の命令の発効は必要で

ある。
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2）　HRIS
人事データは必要に応じて修正される必要がある。HRIS センターを活用しての研

修は始まったばかりなので、HRIS センターの適切な運営戦略と、ORG が同センター

運営の技術職員を任命してセンターを維持管理していく必要がある。

3）　インフラ・マネジメント

局内の建設と維持管理の必要性の増大から、公共事業局の技士の能力を向上させる

必要は高い。よって 2010 年 10 月から始まる郡の技術局の技士の局内研修は必要であ

る。しかしながら研修を実施するトレーナーのプールや、同局が独自に研修を行って

いくための研修ユニットの設置については検討し始めたばかりである。

4）　FS
FS の需要はインフラと同じように高い。現在の FS の TWG メンバーを FS の中心

的実践者としてその能力を向上させることが必要である。将来は、FS研修はインフラ・

マネジメント同様のシステムづくりが必要である。

5）　経済開発

政策的レベルでは、ヤギ生産は ARMM において現地の産業の啓もうにとって重要

な産業の 1 つと認識されている。このことは、また、フィリピン政府の ｢ ハラル食品

生産地としての南ミンダナオ開発 ｣ として中期開発計画（2004-2010）の課題となっ

ている。ヤギ生産のためのビジネスと技術研修はプロジェクトによって開始されてい

る。しかしながら、ヤギ生産の支援システムは、トレーナーの数、研修教材の数、実

施の仕組みについて強化される必要がある。

（2）財政的持続性

研修やワークショップといったプロジェクト活動は、その活動自体巨額の費用を必要と

しない。この理由により、プロジェクトの維持と強化のため関連機関の年間予算に適切な

額で予算請求することが可能である。しかしながら、通常予算に組み込む努力と研修継続

のための予算の割当要求は 2011 年の予算に対してから始まったばかりである。

財政面の持続性を強化するためには、関係部局の追加的な努力が必要となるであろう。

（3）技術的持続性

研修による技術移転は進行している。中堅職員の知識と技能は向上してきており、実習

経験もそれぞれの職場で積んできている。ARMM 政府職員の転職の可能性も低い。

1）　行政規程及び施行細則

行政管理 TWG メンバーは官僚であるので、個人レベルの持続性は高い。

2）　HRIS
新規需要に沿って HRIS を改良するために、関係者の知識と技能は定期的に向上さ
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せる必要がある。一方、技術面の持続性は関係機関で検討する必要がある。

3）　インフラ・マネジメント

技術面を概観すると、インフラ・マネジメントの研修の内容は、国家の標準と同等

の“プロジェクト・エンジニア”に限定しているため適切である。しかしながら、各

自の技術レベルを保持するためのシステムを制度化することが必要である。

4）　FS
FS の準備ワークショップにおいて FS の TWG メンバーの技術能力が不足している

状況が見受けられる。FS の準備ワークショップにおいて各メンバーの能力を向上さ

せるために、多種多様な研修が必要である。

5）　経済開発

ハラルヤギ生産に係る研修の視察とインタビューを基に判断すると、研修内容は農

家の能力に合っている。研修を継続するためには、TOT トレーナーの技術及び実習

能力を向上させ、かつ TOT トレーナーの数を増やすべきである。

４－２　結　論

本プロジェクトにおいては、フィリピン側カウンターパート・日本人専門家の協力の下、対

象地域の不安定な治安状況、ARMM 政府の組織的脆弱性、排他的な文化・社会構造等の困難

な所与の条件のなかで、中間評価時以降も予定どおりに成果を上げてきている。JICA 専門家は

ARMM 政府関係者と連絡を密にし、信頼関係を構築し、円滑なプロジェクト活動実施に貢献し

ている。また分野によっては、TWG メンバーの主体性もみられるようになり、プロジェクト活

動への活発な参加は高く評価できる。

プロジェクトの成果は、行政管理分野、インフラ分野、経済開発分野に分かれており、成果同

士の関連性は強くはない。また、プロジェクト目標は、「ARMM 政府の行政管理、インフラ開発、

経済開発分野の中堅職員の能力が育成される」とされており、各分野における中堅職員の能力強

化が目標と解釈される。更なる具体的な定義は指標の意味するところに依拠しており、各分野の

指標は、次のとおりである。
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指　標

行政管理

1-1  行政規程及び施行細則の草稿

1-2  参加している局の 75％ が人事情報システムのアップデートを開始している。

1-3  3 名の職員（オペレーター）が人事情報システムの運用について指導することができる。

インフラ開発

2-1  局内技術研修のための TOT 指導者が 3 名育成される。

2-2  公共事業局のなかで、局内技術研修が導入される。

2-3  3 つのプロジェクト・プロポーザルが完成し提出される。

経済開発

3-1  ビジネス支援デスクが開設され運営される。

3-2  関係局機関や州事務所及び地方自治体によるハラル製品生産の技術支援供与が開始され

る。

評価結果にもあるように、上記の指標は達成済み、あるいは達成される見込みである。

評価 5 項目の観点からは、妥当性と有効性と効率性は高いと評価される。それぞれ、ニーズが

一致している点、プロジェクト目標が達成見込みである点、無駄な投入なく効果が発現している

点などの理由からである。

しかしながら、個人の能力強化に重点を置いた、プロジェクト計画とその実施の結果、技術面

での達成度は高いものの、成果を維持していくための組織面、財政面に係る体制が弱いといわざ

るを得ない。特に、人事情報管理システム（HRIS）の運用、インフラに係る局内技術研修、プロポー

ザル（FS）作成能力、ハラル製品の生産・ビジネス支援に関しては持続性が十分ではないこと

が判明した。中間評価時においても、持続性に関して一般的な提言がなされていたが、具体性に

欠けていたと思われる。

本調査団では、今回の持続性の脆弱性に関して、プロジェクト期間を一定期間延長することに

よって強化することが可能と判断した
3
。その根拠は以下のとおりである。

①　 比較的安価な資金によって、活動の継続が見込めるように研修・システム開発が計画され

ていること

②　 各分野の能力強化のニーズは高く、そのため実務レベルのカウンターパートの意識が高い

こと

③　 ARMM 側幹部（官房長官）によって、持続可能な能力強化に関して計画づくりが表明さ

れたこと

プロジェクト期間内にプロジェクト目標が達成される見込みであることから、予定どおりプロ

ジェクトを終了することが原則であるが、プロジェクト成果の効果の継続及び上位目標に向けた

フィリピン政府の取り組みを確実なものとするため、インターバルを置くことなく JICA が支援

を一定期間継続することが必要と判断される。

3
　 期間の設定は基本的には各活動の積み上げで考えていってほしい。ただし、2011 年 8 月に予定されている選挙の予定、ラマダン、

業務実施契約による空白期間等を考量し、余裕のある期間設定が必要である。
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第５章　提言と教訓

５－１　提　言

それぞれの分野において、プロジェクト実施期間中及び延長が合意された場合に実施すべきこ

とは以下のとおりである。なお、各提言の詳細は終了時評価調査後にARMM側カウンターパート、

JICA、日本人専門家等によって、詳細設計・調整される必要がある。

５－１－１　行政管理

（1）行政規程及びその細則

行政規程関連のプロジェクト活動では ARMM 議会による承認が必要不可欠となるため、

その承認状況のモニタリングを行うこと、必要に応じて議論が活発になるようにセミナー

等の機会を利用することが重要である。承認後には、行政規程の普及セミナー等を企画・

実施することも必要となってくるであろう。現在、継続的に行政規程及び細則の改定を行

うためにはプロジェクトによる支援が必要とされているので、Sustainability Workshop 等を

通じて ARMM のみで改定を行っていくためには個人レベル及び組織レベルでの能力強化

において何が必要か議論し、可能な範囲で能力強化の取り組みを実施することも重要と思

われる。具体的には、個人レベルでは法解釈 / 法運用の技術・関連法案との調整能力が想

定される。組織的な側面は、ARMM として規程修正に関する業務を制度化する、あるい

は現在の行政規程及びその細則分野の TWG を制度的に保障することが最重要となる事項

と思われる。

（2）人事情報管理システム（HRIS）
人事情報管理システムの技術的妥当性、オペレーターの能力及び、HRIS センターの建

設は、HRIS を継続的に稼働させていくうえで一定のレベルに達している。しかしながら、

HRIS 入力業務は依然として正式業務として政府内で承認されていないため、継続性の観

点から、制度的な保障を行うことは重要である。さらに、情報セキュリティー、システム

の維持管理、システム改善等に関する役割を担う部署と技術をもつ人材が必要である。ま

た、今後の活動の方向性としては次の 4 点が挙げられる。

①　HRIS の具体的な活用方法

②　HRIS の ARMM 自治政府（本部）全体への拡張

③　HRIS の地方部局への拡張

④　HRIS の維持管理、システム改善等を担う部署と技術をもつ人材の整備

５－１－２　インフラ開発

（1）インフラ建設・維持管理

本トレーナーは、単なるインストラクターではなく、今後 ARMM 公共事業局における

さまざまな公共事業実施の支援及び監督を行っていくうえでのリソースパーソンである。

トレーニングのニーズは高く、2010 年 10 月から実施される in-house トレーニングの実施

体制の確立は重要である。制度整備・トレーナーの能力向上・予算の手当て等に関して、

議論及び実現の促進を行っていくことは重要である。
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（2）フィージビリティ・スタディ

本分野のニーズは非常に高いが、長期間にわたって政府内で能力強化が行われていな

かった。そのために、該当する人材の能力は低く、局内研修を実施するレベルには至って

いない。したがって、本プロジェクトで能力強化した人材を活用し、一定の能力をもった

人材をプールすることが重要である。

５－１－３　経済開発〔ハラル製品（ヤギ）に関するビジネス・技術支援（トレーニング・相談）〕

モデル産品がヤギとなったことにより、窓口で行う支援から、普及員形式のような現場での

支援が重要となってきている。対象農民のレベルは零細農家のレベルを脱していないことから、

ビジネス活動のリスクを十分に考慮したうえで、支援活動を継続していく必要がある。構築し

た支援システムをより有効に機能させるために、DTI、DAF 等の参加している局の協調を促し、

追加のトレーニングを実施しながらトレーナーの強化及び相談受付方法の改善を行うことが重

要である。

５－１－４　持続性に向けた取り組み

紛争影響地域内にあり、1990 年の設立以来武力衝突や紛争の影響を受け、現在もなお治安

状況が極めて不安定であるプロジェクトサイトにおいて、本プロジェクトは活動を一歩ずつ確

実に実施してきたといえる。今後は、発現したプロジェクトの成果を ARMM 自治政府自身で

自立発展できるようにする、制度整備・管理体制整備に関する活動を実施することがまず望ま

れる。能力強化に関しては選択と集中を進め、一定の知識と技術をもった人材グループを構成

することが重要と思われる。本プロジェクトにおいては当初、個人に向けた能力強化を行って

きたが、その部分に関して一定の成果が確認された現時点において、自立発展に関しての必要

最低限の環境整備（制度・維持管理体制・知識 / 技術レベルの維持）の活動を継続することを

提言したい。

５－１－５　上位目標の指標の見直し

5 項目評価のインパクトのところで既に述べられているが、指標として適切でないもの、あ

るいは 3 年以内では達成できそうにないものも含まれていることから、より現実的かつ技術的

な指標を採用することが望ましい。

５－１－６　 ARMM 自治政府による、持続可能な能力開発計画（ロードマップを含む）への

支援

ARMM 官房長官によって、持続可能な能力強化に関して計画づくりが表明されたことを受

けた支援を、可能な限り行うことが重要である。できれば、プロジェクト終了時までにこれら

の議論を進めながら、優先順位をもった計画策定になるような支援をする必要がある。

５－２　教　訓

（1 ）治安の安定しているダバオを研修地とすることで、治安上の制約を排除し成果を収めるこ

とができた。同時に研修後のフォロースルーとの組み合わせにより効果の発現につながった

と考えられる。個人の能力の向上、中核となる人材の育成としては効果的なアプローチであ
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るが、研修をカウンターパート機関が継続していくにあたっては、財政面、ロジ面で継続可

能な方法を検討する必要がある。

（2 ）ローカルリソースが有効に活用された。またローカルリソースを活用することにより、

ARMM 職員自らの技術、行政レベルを認識するいい機会となっただけでなく、従来の行政

官としてどのような役割を担うべきかというモデルを見ることにより、意識や態度の変容に

つながったと考えられる。また、中央省庁、第 11 地域等の他地域の関係者から、引き続き

支援や助言を求められるなど、関係構築にもつながった。

（3 ）物事が地縁・血縁、政治的影響で決まることが多いなか、関係者が多岐にわたる分野では、

TWG の導入がコミュニケーション促進、共通認識形成、重要事項決定の透明性確保におい

て効果的な方法であった。

（4 ）ニーズが多岐にわたる紛争影響国での支援では、本プロジェクトのようにプロジェクト目

標が包括的なものとなる場合もあり、その場合、プロジェクト目標の指標で柔軟に対応する

ことも一案である。
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第６章　総括所感

本終了時評価調査は、2011 年 3 月のプロジェクト終了 6 カ月前の 2010 年 10 月に、めざしてい

たプロジェクト目標が達成されたかを総合的に検証し、プロジェクトの終了・延長を検討するた

めに実施された。団員は、コタバト市、ダバオ市、カバカン市において、ARMM 政府カウンター

パート、南部ミンダナオ大学（USM）・アテネオ・デ・ダバオ大学（ADDU）等の研修実施機関、

研修受講者等に対しインタビューを実施した。プロジェクト側からは、成果・活動の達成指標及

び持続性・上位目標への見込み等に関しての情報提供を受け、総じて十分な情報収集を行うこと

ができた。本調査団は、これらの結果を JICA5 項目評価の基準にのっとり総合的に分析した結果、

プロジェクト目標及び成果の継続性・持続性強化の観点から、本プロジェクトの延長を提案し、

2010 年 10 月 6 日の JCC にて ARMM 側と合意した。

個人的には 2009 年中間評価以降、本プロジェクトに関係し、ARMM における行政管理・イン

フラ開発・経済開発分野における能力強化の重要性と課題、蓄えた能力を実務に生かすことの重

要性等の問題点に触れる貴重な機会を得ることができた。これらの経験は、時間的に非常に限

られたものであり、以下に所感として述べている内容には分析不足の点もあるかと思われるが、

ARMM 政府能力強化及び地域開発における今後の方向性と JICA の協力のあり方へのひとつの提

案として団長所感を述べることとしたい。

ARMM 自治政府のガバナンス機能の課題は、紛争の長期化要因として分析されている
4
。その

課題から発生する負のインパクトは以下の 3 つに代表されると思われる。

（1）不公正な行政活動

ARMM 自治政府は、①フィリピンの公務員採用規程に反した地縁・血縁などによる人事

制度、②行政の非効率性（属人的な資源分配など）、③汚職－などに対して批判を受けてき

ている。これらの不公正な行政の執行が政府及び住民に与えた損害は計り知れないものがあ

る。

（2）不十分な行政サービス

（1）の別の側面として、1997 年に実施された自治政府に関する調査では、自治政府の汚

職は顕著で、公務員数が 1 万 9,000 人以上に肥大化し、住民の生活向上にインパクトを与え

られる資源が政府にはほとんど残っていない。これを一因とする行政機能の不全は、道路・

教育・医療のさまざまな分野において不十分な公共サービスにつながり、住民の生活を長期

的・継続的に圧迫している。

（3）不活発な経済活動

貧困削減には経済的な成長が重要であるが、経済活動が発展途上にある場合、行政の果た

す役割は非常に大きい。特に法律の執行等により個人の経済的な権益を平等に守ること、雇

用対策等により民間での雇用を増加させることは行政の重要な役割である。上記の（1）と（2）

4
　「地域レベルの平和構築アセスメント　ミンダナオ」（国際協力機構、2008）
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からも、ARMM 自治政府が、経済成長を促進できるような能力を備えていないことは明ら

かである。

本プロジェクトの成果は、以上の 3 つの負のインパクトに関して取り掛かり、試行錯誤を繰り

返し成果を創出してきた。行政管理・インフラ開発・経済開発（ヤギ）分野、それぞれにこれか

らも息の長い活動が必要であり、関係者の我慢強い対応が求められるが、ねらいとしている分野

は貧困削減・紛争防止の両側面からも非常に重要な分野であり、迷いなく取り組んでほしい。ま

た、インフラ開発・経済開発（ヤギ）分野に関しては、住民に直接裨益する分野であることから、

ARMM 自治政府及び地域住民からも成果の確認・評価が容易と思われる。特にインフラ分野に

関しては、経済開発分野より外部（市場・競合業者等）の影響を受けにくく、ARMM 自治政府

自らの努力によって改善される可能性が高い分野のため、今後支援の中心に置くことも一案であ

る。

本調査団では、プロジェクト期間を延長し、持続性の強化に向けて動きだすことを提言した。

2011 年 3 月までに既存のプロジェクト目標とされている指標を確実に達成し、同時に延長期間

の計画を立てていってほしい。シナリンボ官房長官からは、JCC の際にプロジェクト活動及び能

力強化の取り組みに関しての持続性の重要性も言及され、ARMM における能力強化に関する計

画・ロードマップ作成の提言も出された。このような ARMM 自身によるイニシアティブが継続

されるのであれば、プロジェクト活動の持続性も徐々に明確になっていくと思われる。

ARMM 地域に関しては、抱える開発課題も多いことから、ARMM 側の持続性の望める分野及

び課題の緊急性を考えながら、優先順位を立て支援を行っていくことが望ましい。



付　属　資　料

終了時評価実施時ミニッツ（合同評価報告書）
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終了時評価実施時ミニッツ（合同評価報告書）
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